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環境審査顧問会風力部会 

議事録 

 

１．日 時：令和元年７月19日（金）10:27～12:15 12:54～14:50 

２．場 所：経済産業省別館１階 104各省庁共用会議室 

３．出席者 

  【顧問】 

   河野部会長、阿部顧問、岩田顧問、川路顧問、河村顧問、近藤顧問、鈴木伸一顧問、

鈴木雅和顧問、水鳥顧問、山本顧問 

  【経済産業省】 

   沼田環境審査担当補佐、須之内環境審査担当補佐、常泉環境保全審査官、 

松崎環境保全審査官、酒井環境審査係 他 

４．議 題 : 

（１）環境影響評価方法書の審査について 

①株式会社ジャパンウィンドエンジニアリング （仮称）さつま風力発電事業 

方法書、補足説明資料、意見概要と事業者見解、鹿児島県知事意見の説明 

②アカシア・リニューアブルズ株式会社 （仮称）福井金毘羅風力発電事業 

方法書、補足説明資料、意見概要と事業者見解、福井県知事意見の説明 

５．議事概要 

 （１）開会の辞 

 （２）配付資料の確認 

 （３）環境影響評価方法書の審査について 

①株式会社ジャパンウィンドエンジニアリング「（仮称）さつま風力発電事業」 

方法書、意見概要と事業者見解、鹿児島県知事意見の概要説明を行った後、質

疑応答を行った。 

②アカシア・リニューアブルズ株式会社「（仮称）福井金毘羅風力発電事業」 

方法書、意見概要と事業者見解、福井県知事意見の概要説明を行った後、質疑

応答を行った。 

 （４）閉会の辞 
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６．質疑応答 

（１）株式会社ジャパンウィンドエンジニアリング「（仮称）さつま風力発電事業」 

＜方法書、意見概要と事業者見解、鹿児島県知事意見の説明＞ 

 

〇顧問  ありがとうございました。 

  先生方からご意見をいただく前に、ちょっと確認だけさせていただきます。 

  設備認定とか当然やられていると思うのですが、連系協議等は今どういう状況になっ

ていますか。 

〇事業者  今、電力とは協議中でございます。 

〇顧問  決定はしていないのでしょうか。 

〇事業者  決定はしておりません。 

〇顧問  いつ頃になりましょうか。 

〇事業者  今年中に契約まで行う予定で今進めております。 

〇顧問  もう一点は、知事意見にも出ていましたけど、他事業者、先ほどもちょっと簡

単に触れられていましたけれども、本件と合わせて合計３件、ほかに２件重複している

のですが、その辺の重複している部分についての調整というか協議というか、事業者間

での話し合いはどういう状況になっていますか。 

〇事業者  一応私どもからは、他事業者に対して共同あるいは調整がきかないかという

問い掛けはしておりますが、他事業者からは、それに対する明確な回答は来ておりませ

ん。ただし、私どもとしては、先行している事業者もありますので、そこのところで重

複しないように設置できないかどうかということを今検討しております。 

〇顧問  その場合に、先ほどの説明では、規模というか単機当たりの出力を上げること

もあるのでしょうか。 

〇事業者  視野に入れて検討しております。 

〇顧問  大体どのくらいの出力になりそうですか。 

〇事業者  出力規模は今230MWで考えているのですけれども、出力規模を余り落とさない

方向で、単機当たりの出力を上げて設置の基数を減らすということで考えております。 

〇顧問  今出ているのだと4,500kW前後のところでしょうか。 

〇事業者  4,300kWですから、それよりちょっと大きいものが建つのか建たないのかとい

うことも含めて検討しております。大きくなりますと当然景観に影響が出てくるという
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こともございますので、その辺のところについても調査を進めております。 

〇顧問  では、その辺は、準備書の段階ではある程度固まったものが出てくると考えて

よろしいですか。 

〇事業者  そのとおりでございます。 

〇顧問  分かりました。あと、ちょっとお願いなのですが、この方法書でもそうなので

すけど、例えば事業計画の最初の４～５ページ、５ページでいいのですが、風車の予定

位置、補足説明資料では下の図が見られるのですが、こういうふうにペイントされてし

まうと下が分からないということで、黒枠にするなりちょっと工夫してください。 

  もう一つは、今これは10万分の１で１ページになっていますけど、これはこのまま使

ってもいいと思うのですが、詳細が分からないので、２万5,000分の１とか最低５万分の

１、あとは拡大図という意味合いでいくと２万5,000分の１くらいの地図で、下の状況が、

地形の情報が読み取れるような図面を用意していただきたいというふうに思います。 

〇事業者  承知いたしました。 

〇顧問  もう一点は、９ページの工事工程なのですけど、工事工程、建設工事期間、「平

成32年10月」となっていて、表は「平成33年９月」になっていますね。これはどういう

ことですか。 

〇事業者  済みません、ここのところは記載の間違いです。 

〇顧問  いずれにしても、平成32年10月というのはないということですね。 

〇事業者  はい。 

〇顧問  そこも含めて、準備書の段階ではある程度見通しの立った工程に見直していた

だきたいと思います。 

〇事業者  承知いたしました。 

〇顧問  それでは、先生方からご意見いただきたいと思いますが、大気関係いかがです

か。 

〇顧問  まず、最初ですけど、山岳地の開発ですからかなり大きな風車を使うというこ

とで、風車のブレード等の積替え等は行うのでしょうか。 

〇事業者  途中で積み替える予定でございます。 

〇顧問  その場合は、民家からある程度の離隔をとった場所を探してやっていただくよ

うにお願いいたします。 

〇事業者  はい。 
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〇顧問  それから、８ページに「風力発電機の概略図」ということで、これは一例では

あるのですけれども、４MW機ということでローター径が120ｍ、ハブ高85ｍで、明らかに

ローター径の方が大きいですよね。ですので、もっとローターを大きく。例とはいえ、

ちゃんとそういう図にしてほしいのと、あと、フォトモンタージュを作成するときにも、

そのことは配慮して、羽根がやはり大きいようなモンタージュを作ってください。 

〇事業者  承知しました。 

〇顧問  補足説明資料で説明はちゃんとされているようですけれども、本体の16ページ、

気象を測定している観測地点の風速計の地上高というのは、準備書の本体にもちゃんと

記載してください。風の強さというのは地上高によって随分違いますので。 

  それから、288ページの下の方の表に調査地点の設定根拠が記載されているのですが、

大気調査地点の一般１と一般２で同じような記載になっていますけど、これは一般１が

風で、一般２が大気質ですよね。そういう役割分担があるわけですね。だから、その辺

を意識して書き方を変えた方がいいのではないか。 

〇事業者  分かりました。気を付けます。 

〇顧問  右側の289ページの図を見ますと、対象事業実施区域の東側というか右側から、

広域基幹林道紫尾線という方からも工事資材等の搬入はあるのでしょうか。 

〇事業者  こちら側からは考えておりません。 

〇顧問  分かりました。306ページ、風車の影のところで、ここは文章だけしか記載して

いないのですけれども、調査範囲とか予測範囲と周辺の民家の状況がどういうふうにな

っているのかということを示した図を、ほかの項目のときは図が付いていたりするので、

風車の影のところもそういう図をちゃんと付けてほしい。 

〇事業者  分かりました。 

〇顧問  あと知事意見、先ほどほかの顧問の話にもありましたけれども、累積的影響を

どうするのかということなのですけれども、一応準備書までに一定の話し合いがつくの

であれば、それを考慮して、特に工事中はどうなるか。工事中は重ならないかもしれな

いですが、重ならないのであればそれで結構ですけど、重なるのであれば、重なるよう

な状況をもって予測・評価をやってほしいというお願いです。 

  同じく知事意見に、景観ガイドラインに対する関係自治体の協議について実施するこ

と、そういう項目がつけられていますけど、その結果も準備書に記載してください。 

〇顧問  今の先生のコメントの中で、今289ページの図面を見ているのですが、現状は一
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般１の地点の話なのですけど、林道の上に多分沿っている測定点だと思うのですけど、

これって一般という表現をしていいのだろうかと。対象事業実施区域の中ですけど、そ

の辺どうでしょうか、先生。 

〇顧問  建設機械の稼働に関しての地点は、通常、今までずっと一般という名称を使っ

ていたとは思うのですけど、何かいい名称ありますか。 

〇顧問  名称そのものはいいのですけど、場所。 

〇顧問  場所は工事現場に近いところで、建設機械の稼働については工事現場、発生源

に近いところの風を使った方がいい。道路の場合は下の沿道に沿ったところがよいと思

います。 

〇顧問  分かりました。騒音関係の先生、いかがでしょうか。 

〇顧問  騒音関係ですけれども、住民意見も拝見しましたけれども、原発との比較があ

るので割合好意的に捉えられているというふうに思っています。あとはふるさとの山を

大事にしてほしいという意見もあったので、それを前提にお伺いします。項目選定と調

査手法とか予測手法については特に問題ないので、少し質問とコメントだけをさせてい

ただきます。 

  まず、これは前倒し調査はやっていないですよね。 

〇事業者  前倒し調査は実施しております。 

〇顧問  では、それを前提というか。機種の大型化と基数、数が変わるということなの

で、もしかしたら調査場所なども変わってくるのかなと思っていました。基本的には、

この調査箇所は確定で進めるということですね。あるいは追加はあるかもしれないけれ

ども。 

〇事業者  風車の設置場所は、基本的にはこの設置予定場所の範囲及び近隣でおさまる

というふうに伺っております。 

〇顧問  分かりました。僕が聞いているのは、調査場所についてはこれでほぼ確定で、

場合によっては１つぐらい必要があれば追加することもあるかもしれないけれども、こ

の調査地点で大体確定しますということですね。 

〇事業者  そうです。 

〇顧問  分かりました。それで、12ページの「工事関係車両の主要な走行ルート」とい

うのがあるのですけれども、質問のところでコンクリート基地云々ということで、どう

いうルートで上がっていくのか、どれくらいの数が上がっていくのかということを心配
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していたのです。基本的には一般国道３号と一般国道340号、この２ルートを前提にして

山の上に工事用資材を持っていくということでよろしいですか。 

〇事業者  そうです。 

〇顧問  分かりました。そうすると、補足説明資料の方に移らせていただきますけれど

も、資料２－１－２の１ページ目です。コンクリート関係の基地であるとか台数につい

て聞いておりますけれども、一応150台/日ということですが、これは２つのルートの合

計ということでよろしいですか。 

〇事業者  コンクリート打設のためのルートは県道339号を主に使うことになります。 

〇顧問  分かりました。では、往復で300台がこの県道339号を通っていくだろうという

想定ですね。 

〇事業者  どちらかというと離合が厳しくなるので、ループで行くような形になります。

帰りは一般国道３号を通って、入るときは県道339号を通る、こういうような形になるか

と思います。 

〇顧問  分かりました。では、沿道の騒音というのは、その関係で台数が決まってくる

ということですね。行きと帰りはルートが違うと、そういうことですか。 

〇事業者  そういうことです。 

〇顧問  分かりました。ありがとうございました。 

  次、２つ目ですけれども、騒音規制法の区域指定について少し意味が分からなかった

のですけれども、文章上は、「対象事業実施区域およびその周囲は第２種区域に指定され

ている」との記述があります。都市計画用途地域の指定がないのにどうしてかと思って

いたのですけれども、これは市と町でもって、用途地域指定がなくても「その他」とい

うのに分類しますよということで、「その他」、すなわち「第２種区域」に分類しました

ということですね。分かりました。 

  それから、３ページですけれども、有効風速の調査位置について、現在は１つだけで

あったのですけれども、次のページにあるように２つ考えていますということですね。

それで、地盤高が大体500mと667mということなので、その間ぐらいにもう一つ設ける予

定だということです。合計３カ所の風況調査でもって有効風速の調査をしますと、そう

いう解釈でよろしいですか。 

〇事業者  高さというか範囲の中で決めることになりますので、次の箇所は１番と２番

と重複しないような位置に、しかも風車の範囲の中で風車の予測が可能なところ、そう
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いったところに建てます。高さということではなくて、むしろ地域で決めることになり

ます。 

〇顧問  分かりました。では、それはまた準備書の方で見せていただくということです。 

  次、21ページからですけれども、これは確認だけです。写真と地図を拝見していて、

調査地点、騒音の８番と９番について、目の前にどうも川があるなと思って写真を見て

いました。地図もそのように見たのですけれども、10番もそうですね、これは流水音の

影響は大丈夫ですか。 

〇事業者  場所的には、どうしても民家自体が谷間の川沿いの近いところにあるのは仕

方ないのかと思っているのですけれども、若干は流水の影響、音は聞こえるのですけれ

ども、ある程度離れているので、それで支配されるというところではないと思っていま

す。 

〇顧問  先ほど前倒し調査もやられたとおっしゃいましたよね。そうすると、有効風速

のデータと残留騒音調査というのは同期してやらないと余り意味がないのですけれども、

どうしますか。 

〇事業者  一応この調査のときでは、今１基建っている場所を基準に風速の確認はして

おりますけれども、最終的な評価のときには、３本建った時点でそれぞれの地点に近い

風況ポールの風のデータを相関関係で推定しながら、この一番近い場所での風向・風速

はどの範囲にあるかというのをもう一度調べ直しながら検討していこうと思っておりま

す。 

〇顧問  なるほど、そういうことですね。だから、調査は１つの風況観測塔をもとにし

てやるけれども、調査地点に近い風況ポールの風を相関係数で推定して評価するのです

ね。 

〇事業者  それで大体目安として、調査している期間に、有効風速の範囲にほぼ入って

いる範囲で調査できているかというのは一応確認しているのですけれども、最終的な判

断というか評価は、全部建った時点で相関を見直しながら評価し直そうとは思っており

ます。 

〇顧問  そういうことですね。了解しました。 

  最後なのですけど、知事意見です。２－１－４の資料、知事意見の２ページ目の上か

ら２つ目、ウのところ、「建設機械の稼働に係る振動への影響について」、採用しないと

いうことで僕は構わないと思っています。建設機械の稼働といっても、いつも申し上げ
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ていますけど、風車を建てるという建設作業と、道路の拡幅を行うという作業と２種類

あるのですけれども、恐らくこれは、風車を建てるという基礎工事とかそちらの方の建

設工事を意味していらっしゃると思います。道路拡幅のところの建設作業については検

討されているのかどうかということをお聞きしたいのですけど。 

〇事業者  一部取り付け道路を造るところはありますし、輸送のために若干拡幅をする

ところは出てまいります。 

〇顧問  分かりました。道路拡幅をやるという際に、沿道であるとか近傍に住居があれ

ば、それも視野に入れておかないといけないので、準備書を作成する前にはその辺を十

分検討の上、問題がなければなし、あるのであれば追加調査をするということでお願い

したいと思います。 

〇事業者  承知いたしました。 

〇顧問  水関係の先生。 

〇顧問  水環境の関係で質問します。今、拡幅道路の話が出たのでついでにお聞きしま

すが、この事業範囲の左側、海の方、西の方から東の方へ横に長いところは拡幅工事な

どがある可能性のある部分なのですか。 

〇事業者  これは紫尾林道でして、林道自体は２車線道路が入っております。ですから、

ほとんど拡幅の必要はないというふうに考えておりますけれども、どうしてもカーブが

きついところ、こういったところについては一部手直しをする必要が出てくるところも

あるかと。ブレードの長さによって変わってまいりますので、この辺のところは今後、

どこをどの程度拡幅する必要が出てくるのかというのは調査してまいります。 

〇顧問  なぜ聞いたか説明しますと、水質調査においてこの部分の濁水の発生は余り検

討に入っていないように見受けられましたので。もしもこの部分で濁水が発生するよう

な工事があるのであれば、それを考慮して評価できるように水質調査地点を追加すべき

ではないかと思います。 

〇事業者  承知しました。今言いましたように、多分にここは２車線の割と広い道路が

ずっと続いておりますので、大規模な改修工事は必要ないというふうに考えております。 

ただ、先生から今言われましたように、そういったところで影響が出るようなところが

あるのであれば、そこのところは追加で調査をさせていただきます。 

〇顧問  よろしくお願いいたします。 

  次ですが、129ページの「河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況」とい
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うところを見ると、上水道あるいは簡易水道等で水の利用があるようなのですが、その

次の130ページの図を見ても、どこで取水されているのかというのが分かりません。どこ

で取水されているのでしょうか。 

〇事業者  今、具体的にどのポイントというのは、すぐにはお示しできないのですけれ

ども、一応それぞれの自治体に問い合わせまして、ポイントの確認はいたしております。

ただ、それは部外秘というか外に出さないでくださいというふうなことだったので、図

面にはお示しできていないというところです。 

〇顧問  これまでの事例でも、ご存じだと思いますが、水質調査地点を決めるに当たっ

て、近傍の水源の位置がどこにあるかという点が重要なポイントになると思います。 

〇事業者  その辺の関係は見ながら、そこのポイント、場所を網羅できるというか、近

い場所で水質の調査地点は選定しているような形にはなっております。 

〇顧問  その辺の部外秘の重要性については私には分かりませんが、もしも水質調査地

点よりももっと上流に水源があるのであれば、その水源の近くでも水質調査をされるべ

きだと思います。今設定されている水質地点よりも上流か下流か、そのぐらいは教えて

いただけますか。 

〇顧問  今の話は、非公開資料で本来は出していただく話だと思いますので、口で言わ

れても図面がないと確認ができないので、その辺は配慮していただきたいと思います。

後ほどでも結構です。 

〇事業者  分かりました。また改めて。 

〇顧問  これは是非出していただくようにお願いします。 

  それから、内水面漁業もやられているようですが、例えば内水面漁業をやっておられ

る組合との協議や話し合いは持たれているのでしょうか。 

〇事業者  内水面漁業の組合長がたまたま地元の区長も兼任されている方でありまして、

その方には事業内容等について詳細に説明をし、ご理解をいただいております。 

〇顧問  内水面漁業の関係で、この辺の水質はちゃんと監視してほしい、などの要望も

あれば、しっかり対応いただければと思います。 

〇事業者  要請にはしっかり応えているつもりでございます。 

〇顧問  分かりました。私からは以上です。 

〇顧問  では、ほかの先生お願いします。 

〇顧問  私も先生が言われたように水源がどこかが気になったので、これは非公開資料
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で出していただければと思います。 

  水質の調査地点を結構たくさん設定されていて、補足説明資料にも集水域を示してい

ただいたので根拠は分かりますが、できるだけ上流に設定していただければと思います。

これらはアクセス可能な一番上流に設定しているのですか。 

〇事業者  そうです。一応降雨時も調査するということで、正直なところ安全面を考慮

しまして、安全に測れる橋とかあるようなことも考慮しながら、その中で一番上流とい

う形で選んでおります。 

〇顧問  今、降雨時というお話が出ましたが、最近、九州ではものすごい集中豪雨があ

って、雨量は毎年記録更新されています。どのくらいを想定してやられるのでしょうか。 

〇事業者  今回の調査としては、一雨で10～30mmの範囲ぐらい、余り降り過ぎると正直

危険なところがあるので、10～30mmぐらいの範囲の雨が降りそうであれば調査するよう

な形で考えております。 

〇顧問  それはちょっと足りないですよね。時間100㎜ぐらいの雨が降る状況の中で濁水

とか土砂がどこまで流れるかについては、少なくともシミュレーションはそのぐらいの

雨量のときのことをやらないとあまり意味がないと思います。調査できない場合には、

モデルを使うとか、他に方法があるのではないかと思います。私、その分野は詳しくな

いのですが、少なくとも想定はしておかないといけないと思いますので、お願いいたし

ます。 

  それから、私が聞くことではないのかもしれないのですが、知事意見の中に、保安林

等をできるだけ回避しなさいと書いてあります。108ページの図を見ると、ほぼ全域が保

安林に入っていて、特に東側の設置位置は自然公園の中にあるのですが、これは問題な

いのでしょうか。どういうふうにお考えでしょうか。 

〇事業者  自然公園につきましては、ここは極力避ける方向で今調整しております。保

安林の中に入っているものについては、関係者と今協議をしているところでございます。 

〇顧問  そうすると、この右側の保安林で自然公園の中に完全に入っている設置位置は、

もう既に変えるということで検討しているということですか。 

〇事業者  自然公園の中にできるだけ配置しないような形で調整はしております。 

〇顧問  配置の予定としては、補足説明資料ではどうなっていますか。風車の配置図あ

りましたよね。 

〇事業者  配置計画は９ページにございます。ここのところで一部入っているものもご
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ざいますけれども、これらを今除く方向で調整はしております。というのは、先ほど言

いましたように、基数の関係等も減らす方向で今考えておりますので、最終的にはここ

のところはうまく調整をしたいというふうに考えております。 

〇顧問  基数を減らす、ここで減らすのもあるのですけど、事業計画そのものがダブっ

ているところがありますので、そこも踏まえてという話ですね。 

  魚関係の先生。 

〇顧問  先ほどほかの顧問からもお話がありました内水面漁業に関してなのですけれど

も、これを拝見すると、幾つかの漁協が入っているようなのですが、全ての漁協とお話

をされているという理解でよろしいのですか。 

〇事業者  一応内水面漁業の連合会というのがありまして、そこの会長と話をしており

ます。個別にはこれからまた話をすることになろうかと思いますけれども、現時点にお

いては、まずその連合会の会長とお話をしているという状況です。 

〇顧問  そういうことであれば恐らく問題はないと思うのですけれども、ここはかなり

複数の風車が建つみたいで、対象魚種としてアユが多分対象になっていて、アユの場合、

１㎎/ℓのオーダーが長期続くと漁獲量が低減するという報告があります。さらに、当然

アユの餌となる付着珪藻の繁茂が濁りの影響を受けるということで、その辺はご留意さ

れた方がいいのかなと思います。 

〇事業者  どうもありがとうございます。 

〇顧問  それから、知事意見でもウナギの話が出ましたけれども、特に調査する必要は

ないとは思うのですが、調査対象外になっている小さな河川でも、恐らくシラスウナギ

の採捕については地元の内水面漁協の組合員が許可されている可能性が高いと思います

ので、その辺も少し配慮する必要があるのかなというふうに考えます。 

  それから、大体皆さん、水の濁りということでまずご覧になるのですけれども、もし

かしたら、ちょっと重要な両生類が出る可能性があるということです。そうなると、濁

りだけではなくて水みちの問題が出てくる可能性があるので、恐らく堆砂池とかを造ら

れるのでしょうけれども、その辺の設定についても配慮される必要があるのかなという

ふうに考えます。 

〇顧問  では、工事関係の先生。 

〇顧問  最近、方法書の審査で毎回言っているのですけど、改変の内容が分からない限

り方法書の評価はできないと言っているのですね。今日、補足説明資料で風車の位置は
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出てきましたけど、既存道路の拡幅とか新設道路の位置とか、あるいは切り盛り造成、

土捨て場、この辺が明示されていないので、結局伐採も分からない。それで本当に例え

ば調査方法を適切に評価できるのかということは、まず言っておきます。 

  その上で、尾根というのがここでは分水嶺で、かつ行政界になっている、それを縦走

する形で風車が並んでいるという意味では、非常に典型的だと思うのですね。かなり長

距離ですし。そういう意味で非常に典型的な事例になるとは思うのです。分からなかっ

たのは、ちょっと図面のスケールとか、塗りつぶされているので下地が見えないとかい

ろいろなことがあって判断できないのですけど、広域の基幹林道がずっと縦走していて、

それを利用してそれぞれに建てているという形だろうなと思うのです。それはある意味

で事業上のイニシアチブだとは思うのですけど、要するにこの林道を造った際の環境影

響、それにこの事業がどのくらい負荷を付加しているか、それが肝だと思うのです。 

  既存の林道をかなり活用して、ほとんどそれをいじらずに風車が建てられれば、それ

は元々既存林道で相当造成して、伐採してやっているので、今回の事業はそれに対して

それほど大きく、林道ほどは改変していないのかどうか、その辺もよく分からないので

すね。そういう意味で、まず既存林道がどのくらいの環境影響を与えているかの観察と

いうのは必要だと思うのです。例えば植生を改変しているときに、その植生改変がどの

くらい内側まで及んでいるかとか。そうすると、今度また新しく伐採したときに、同じ

ように奥にまた改変が進んでいくわけです。だから、今の状況でそれがどのくらい影響

を与えているのか、土砂崩壊とか土砂災害などが林道工事でほかで起きているかどうか

とか、それが結構あちこちであれば、今回これで触るとまた危ないということもあるで

しょうし。だから、ある意味で林道が先に工事が進んでいたので、それの観察はまず必

要だと思うのです。そういうことを言っておきます。 

  準備書の段階では、この縦走する尾根に沿った縦断図、風車のところでの横断図、こ

れは必ず付けてほしいと思います。造成の規模が分からないのですけど、方法書の段階

でも、ダミーでもいいので少なくともオーダーぐらいは知りたいですね。何万m3なのか、

何十万m3なのか、その辺が分からないとちょっと言い方も変わってくるのですよ。数十

万m3の土が動くとなると注意しなきゃいけないこともあるし、それが数千m3ぐらいで済

むのなら、そんなに言わなくても済むか、その辺が全部見当つかないのです。そういう

ことです。 

  この場合、もし新しく尾根を切るということになると、場内バランスするとしたら、
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その残土というのは当然どこかで使わなきゃいけない。そうすると、盛るような場所が

あるのかどうか。県知事意見では、とにかく敷地内の窪地を埋めないようにという指摘

もありましたけど、ここだと窪地はほとんど見当たらないので、そういう切土の処分、

どういうふうにするかということ。これも土量のオーダーによりますけど、その辺は斜

面に盛るというようなことをなるべく避けてほしいと思います。その辺は、この段階で

は評価できないのですけど。 

  あと、ちなみに言っておくと、なぜこういう指摘をするかというと、北海道でこの前

すごく大きい地震があったでしょう。あのときテレビをご覧になったどうか分からない

のですけど、尾根筋の樹木だけが残っているのです。一筋、尾根だけの樹木が残ってい

て、斜面、両サイドが崩れているのです。そういう映像を見たことありますか。水平力

というのが、尾根の頂上だと両側に均等に働くのです。だから、揺れがおさまったらも

とへ戻っているのですけど、斜面側というのは、山側と谷側で水平力、受け方が違いま

す。谷側に水平力を受けたときに滑るのです。山側に受けたときは抵抗するのです。だ

けど両側受けていますから、結局交互に崩れていくわけです。だから、尾根筋だけが木

が残って、両サイド全部はげ山になってしまったというものすごく極端な変化。斜面上

に盛るということは、そういう土は必ず下へ落ちやすくなっているので、水平力が加わ

らないまでも非常に不安定だと。だから、こういう尾根の造成のときは、斜面に触ると

いうことは災害もあるし濁りもあるし、そういう意味で非常に注意してほしいというふ

うに指摘しておきます。 

〇顧問  今のご指摘、事業計画の最初の段階で私はあえて言わなかったのですけど、毎

回出ている意見ですので、特に注意をしていただきたい。配置図の図を拡大しても、道

のないところも結構あるし、必ずしも林道が尾根の上ではなくて横腹を通っているとい

うところもありますので、風車の方が上に建つという形になると、その辺の改変が及ぶ

影響というのも、ある程度準備書の段階では明確にしていただきたいというふうに思い

ます。 

  植生関係の先生、お願いします。 

〇顧問  では、植物関係でお願いしたいと思います。 

  まず、10ページから緑化の話が出ていて、「可能な限り在来種による緑化（種子吹付け

等）を実施し、」というふうにあります。在来種を使われるのは非常に結構なことなので

すけど、この在来種というのはなかなかくせ者でして、在来種というような扱いがされ
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ていても、実は外来種が入っていたりということもありますので、この辺のところは十

分ご注意いただいて、吹付け種子そのものを十分調べていただいてご使用いただければ

と思います。一回地元で生産すると現地産になってしまうというようなことを聞いたこ

ともありますので。特にヨモギ類ですとかイネ科類というのは今大変なことになってお

りますので、ご注意ください。 

  それから、74ページから植生の記載になってきますけれども、ここの「植生の概要」。

これはほかの事業者にも最近お願いしているのですけれども、概要の書き方です。植生

図があって、それを見れば分かるだろう的な書き方ではなくて、ここの植生帯は何に当

たっていて、植生帯が２つあるのであれば、どこのところで、何ｍのところで植生帯が

変わっていって、ここに〇〇群落が分布していると書いてあるわけですけど、それはど

ういうところに分布しているのかというような、少し丁寧な書き方をしていただければ

と思います。 

  ここでは紫尾山の話が出ていて、紫尾山の山頂を含む800～1,000ｍというふうに具体

的に書いてあるのですよね。こういうような書き方をほかのものに対してもしていただ

ければと思います。それによってここの植生の様子がよく分かってきます。そうすると、

そういったものが生態系の方にも反映されてくるのだと思います。 

  それから、83ページの重要な種・重要な群落ということで、まだ実際に具体的な調査

に入っていませんので、さっき前倒しをやられていると言いましたけど、植生の方はい

かがなのですか。 

〇事業者  今、継続して入っているというところでございます。 

〇顧問  では、実際に現地で調査もやられていると。では、データもお持ちだというこ

とですか。そうすると、実際に検討にも入られていると思うのですけれども、そこのと

ころで、特に種の方は、実際にそれが出てくれば検討すればいいということになります

けれども、群落の方、植生の方はなかなか難しいところがありまして、特にこの地域、

現地の方にも行かせていただいて見させていただいて、そのときいろいろお世話になっ

て、ありがとうございました。 

  見ると、結構良好な二次林というか、ここでは二次林という扱いになっていますけれ

ども、その二次林と自然林の境界がどうなのだろうかというのは非常に難しい。ここで

出されている植生自然度が８のもの、これは第６－７回の自然環境保全基礎調査のデー

タを使われていると思うのですけれども、それでも、この頃の調査が終わってから10年
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以上経っているのだと思うのですね。森林も育ちますので、二次林も育つと遷移がそれ

だけ進んで、なかなかいい植分になっているということもあります。その辺のところは、

調査に今入られているということですので、なるべく自然林に近いもの等をしっかりと

見据えて、そういった二次林であっても、ほかに自然林が紫尾山の方に行かなくてはあ

りませんので、この地域として生態系上、あるいは生物多様性上重要なものが二次林で

もあるのだというような認識でご検討いただければと思います。 

  それから、生態系のところで103ページです。生態系区分のところで表があるのですけ

れども、この表の環境類型の仕方にちょっと疑問があります。環境類型は非常に難しい

ところがあって、例えば表の一番上の落葉樹林を見ていただくと、アカメガシワ－カラ

スザンショウから始まってシラキ－ブナ群集とかとあるのですけれども、シラキ－ブナ

群集というのは紫尾山にある自然林なのですけれども、これとアカメガシワ－カラスザ

ンショウ群落、こういった林縁植生が二次林の中でも先駆的な低木に近いようなものが

同じ類型にされるというのはどうなのでしょうか。 

  あとヤナギ、これも性質の違うものです。それから、低木林というのがあって、低木

林のところを見ると、伐採跡地群落と果樹園と茶畑なのですね。これは植えたものです

よね。植えたもの、あるいは伐採されて背が低くなったものということですけど、実際

の本当の低木林というのが海岸の方にもあるわけです。トベラ－ウバメガシですとかオ

ニヤブソテツ－ハマビワですとか、そういったものがあるわけです。これが本来の低木

で、ここの低木林と言っているのは低木林ではないので、少し表現を変えていただいた

方がよろしいかというところ。 

  それから、常緑樹林のところにアカマツ群落があるのですが、アカマツ群落もなかな

か難しくて、確かにアカマツは常緑なのですけれども、その中身というのは落葉が多か

ったりします。ここは九州なので常緑が多くなってくるかもしれませんけれども、アカ

マツは扱いがちょっと難しいので、確かに常緑樹林ではあるのですけど、ちょっと違う

かなという感じがしているのですが、ちょっと難しいですよね。 

  あと、同じ表で乾性草地というところ、ここの植生区分のところで放棄水田雑草群落

というのがあります。これは乾性ではありませんよね。水田を放棄したものですから水

があるわけです。それとかダンチクなども、乾性でくくっていいのかというところもあ

ります。どちらかというと湿性なのかなと私は思っているのですけれども。 

  あと、ここの表で湿性草地のところにヒルムシロクラスがありますね。そして下から
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２番目に開放水域というのがあるのですけど、この開放水域と、実際に水域で植生があ

ってヒルムシロクラスのように表現されているのは区別が難しいと思うのです。今回の

植生図を見ますと、陸部分にはほとんど見つからなくて、私、分からなかったのですけ

ど。そうすると海しかないのかなと思ったのですけど、その辺はいかがですか。内陸に

あるのでしょうか。 

〇事業者  今、私の方もそこまで把握しておらず、対象事業実施区域付近は調べている

ので、その付近にはないということだけは確かでございます。 

〇顧問  恐らく海だけなのかなというふうに思います。いずれにしろ、もう少しここの

表は検討していただいて、修正を加えた方がいい結果が出るのではないかというふうに

思います。ここで環境類型をされているのですけれども、その後ろのページの方の環境

類型区分結果、これがどこかに反映されているのかと思って見ているのですけど、なか

なか反映されている場所が見つからないのですけど、どこかに反映されているでしょう

か。 

〇事業者  その環境類型区分の中で、例えば352ページのクマタカの餌種調査ということ

で糞粒法をやることになっているのですけれども、そういったところでの環境分け、そ

ういったところに使っております。 

〇顧問  了解しました。であれば、ここの環境類型というのはよく考えて区分をしない

といけない。動物の方の調査と深く係わってきそうですので、もう一度ご検討いただけ

ればというふうに思います。 

  最後になりますけど、339ページのところ。今、前倒しで入られているということであ

りますので、準備書段階で調査する場所がここに植生の種類とともに示されていて、34

カ所調査をする予定であるということですね。これも備考欄のところ、空欄になってい

ますけど備考欄ですね、ここのところに、現地の概況を見据えて踏査をして変更もする

のだというようなことが書かれているのですけれども、これも必要に応じてプロット数

を増やすとかしていただければと思います。特に発電機の位置が決まったようですので、

そうすると発電機を設置する場所に樹林があった場合、そこが失われてしまうわけです

ので、そういったところはいい植分であればなるべく変更していただきたいのですけれ

ども、変更しない場合には、記録に残すということでもないのですけれども、調査をし

っかりしていただいて、これはちょっといい植分なので、いい植生だから残さなくちゃ

いけないなというような検討も加えていただきたいと思います。 
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〇顧問  今、先生のご指摘の類型区分なのですけど、調査地点の記述の設定根拠のとこ

ろで、例えば313ページなどを見ると、ネズミ関係の小型哺乳類の捕獲調査というような

ところがあるのですけど、例えばＳＴ２とかは植林地常緑樹（スギ・ヒノキ・サワラ植

林）、これは全部同じ書き方なのです。何が言いたいかというと、スギとヒノキでは立地

条件が全然違うでしょう。これ、みんな同じなので、何が何だかよく分からない。もう

ちょっと特徴を書かないと、何でこの地点を選んで、あとどうしょうとしているのかな

というのもよく分からない。その辺はよく検討してください。 

  生物関係の先生、お願いします。 

〇顧問  特に動物関係です。方法については余り大きな問題はないと思いますので、ち

ょっと細かいことも含めて２～３質問させてください。 

  一つは、これは当然ですけど、対象事業実施区域を地域特性に合わせて考えるべきだ

と思うのです。それを念頭に置いて309ページ、小型哺乳類の調査を春、夏、秋の３季と

いうことなのですが、冬に行わないのはなぜでしょうか。冬場の方は餌が少ないから、

トラップ調査をやったらよくかかりそうな感じがしますが、何で冬を外しているのかな

という気がします。 

〇事業者  特に余り大きな理由はないのですが、今回ここでは、小型哺乳類に関しては

生態系でも解析には使わないと思いますので、そういった上ではネズミ類の相が分かる

調査であればいいのかなというところもあって、実際２季ぐらいでもいいのかなという

考えはあったのですけれども、この作成した当時の考えでは３季やろうということで、

３季の実施。 

〇顧問  今後のこともありますが、九州でネズミの調査をやった例、どこでいつやった

方が一番効率的なのかというデータはたくさんあると思うので、それを確認してくださ

い。九州に関しては、ほかの地域とまたちょっと違うかもしれないので。先日も言った

ように、ネズミの繁殖が二山型か何かになったりすると、そこを押さえればそれで十分

だとかいうこともあるかもしれないし、その辺ちょっと考えてください。 

  それから、先ほどから植林地常緑樹とかスギ・ヒノキ・サワラとか書いていますけど、

特に鳥類の場合は、樹種もそうですけど植林地の場合は林齢が問題になることが多いの

で、例えば若齢植林地辺りだったら全く鳥は見られない。壮齢なのか、若しくは間伐が

うまく行き届いていて、ある程度疎林になっているのかとか、その辺で随分変わってき

ますので、その辺をポイントとして選んだ方がいいと思うのだけど、この辺は拡大造林
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後、余りやっていないということなのかな。大体林齢は統一していますか。 

〇事業者  現地へ行った感じでは、比較的同じぐらいの年代のものが揃っているのでは

ないかなとは思いますけれども、既に全国的にそうだと思いますけれども、もう伐木齢

に向かっている木が随分ありますので、そういったところでは伐採も始まっているとこ

ろもありますので、そういったところは後々整理していきたいとは思っております。 

〇顧問  細かいことを言うと、植栽密度がどれくらいになっているかによって環境はが

らっと変わります、光が入ったり広葉樹がまじったりなんかするのもあるので。その辺

は、鳥の調査では条件が違ったりすると結果が違ってくるので、それを全部植林地常緑

樹ということで、みんな合わせて平均値を出すということになると余り意味がないよう

な気がします。その辺ちょっと考えてください。 

  それから319ページ、渡り鳥のところの記述なのだけど、「春季（５月）猛禽類（アカ

ハラダカ、サシバ、ハチクマを想定）や小鳥類の渡りの時期として設定する」、「秋季（９

月）猛禽類（サシバ、ハチクマを想定）や小鳥類の渡りの時期として設定する」とある。 

私の経験からすると、春のアカハラダカの渡りというのは余り記憶にないのですけど。

それから、秋にサシバ、ハチクマって、僕は10月ぐらいではなかったかと思うのです。

アカハラダカが９月の中旬から下旬、そんな感じがするので、この辺、本当にそうだっ

たかと思って専門家のヒアリングを見ると、279ページ、専門家のヒアリングとＮＰＯ法

人の支部会長というところで、その２つ目に「渡り鳥調査は、アカハラダカとサシバは

秋に集中するが、小鳥類は春にも通過することから、２季の実施が望ましい」と書いて

あるので、ちゃんと参考にして、全国に共通するような書き方ではなくて、そこの地域

に即した書き方をしてほしい。 

  それから、321ページからの図なのですけど、申し訳ないけど、番号がいっぱいあると

何か分からないのですけどね。勿論色付きで細かく植生を分けて、この植生に従ってそ

こに調査地点をつけているということを示したいのでしょうが、私、個人的にはちょっ

と見にくい感じがするのですよ。例えば330ページなり331ページなり、全く植生は無視

して、希少猛禽類とか渡り鳥はそういう図の中でやっているのに。煩雑な図になってい

るように思えます。詳しく描くのはいいのかもしれませんけど、ちょっと見にくい図に

なってはもったいない気がしますので、考えていただければと思います。 

  あと、生態系ですけど、350ページの「注目種選定マトリクス」の中で「典型性種」と

いうところで、タヌキ、ヒガラ、ニホンカナヘビ、ニホンアカガエル、オニヤンマとい
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うものを候補に挙げて、タヌキは全部〇だと、ヒガラが×が１つあるのだけど、この×

は何かというと、「調査範囲の環境を指標する」というのに×が書かれているのだけど、

これはどういうところで×だったのですか。ヒガラは指標として適していないの。 

〇事業者  済みません、今答えることができません。 

〇顧問  これも経験からなので間違っていたら申し訳ないのだけど、ヒガラを選ぶとい

うのは、勿論常緑の針葉樹、スギ、ヒノキだからヒガラがいるだろうという気持ちは分

かるけれども、南九州では、ヒガラは高いところに行かないとなかなか出ないのではな

いかという記憶があるのですけどね。どちらかというとシジュウカラの方が一般的だと

思うのだけど。ヒガラを出すこと自体が本州の感覚ではないかなと僕は思うので、対象

事業実施区域というのは特徴を最初から考えた方がいいのではないかという感じがしま

した。細かいことばっかりで済みません。 

〇顧問  続けて、ほかの先生。 

〇顧問  ちょっと細かいところも含めて最初から見ていきたいのですが、その前に事業

者に１つだけお聞きしたいのですが、先行する他事業とエリアがほぼ重なっているので

す。他事業者の計画というのが表で14ページに載っているのですが、出力が最大10万kW、

25基程度です。4,000kW級が25基ということです。ほぼ同じ範囲内で4,000kW級25基とい

うことで、いろいろ考えられてこういう計画になっているのだと思うのですけど、今回

のこちらの計画は、範囲はそれほど広がってはいないのですが、4,300kW級が55基、結構

密に詰まっていると思うのです。恐らく自然環境への影響とか、生活環境もそうでしょ

うけど、これだけ密に詰まってきて倍になると、環境への影響というのも倍あるいはそ

れ以上になるのではないかと思うのですけれども、その辺も十分考慮されてこの最大55

基と。今後いろいろ基数は検討されるということなのですけど、計画が今の想定の図面

を見てもかなり密に見えるので、そのあたりのところは、これで問題ないということで

当初は計画されていたということでしょうか。 

〇事業者  風車自体は一定の離隔距離をとらないと実はお互いに影響を与えてしまうの

で、物理的に建てることはできても、実際に事業としては建てることはできなくなりま

す。ですから、そのあたりは事業者間で最終的な調整をどうしてもする部分も出てくる

でしょうし、あるいはそこを避けて建てるということになる。その辺のところを今まさ

に検討しているところでございます。 

〇顧問  多分物理的な干渉、例えば事業をやっていく上での最低の離隔というのもある
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と思うのです。それは恐らく満たして出してきているのではないかとは思うのですけれ

ども、恐らくそれだけではなくて、地形的な条件とか風況とかいろいろ考えると、ほか

の事業者さんと比較するとかなり密なので、そこら辺が現実的な計画で検討されていた

のかというのがちょっと気になったものですから。 

〇事業者  元々といいますか、私どもが配慮書を最初出したときには、私どもの計画が

実は一番広かったのですね。そこに他事業者がかなり侵食をしてきて、そこのところは、

どちらが侵食したというのはなかなか難しいところなのですけれども、そういう状況に

なってきたと。その上で、土地を押さえにかかったりとかいろいろなことがあったもの

ですから、その辺のところはうまく、本来でしたら共同ということも考えることができ

たのですけれども、他事業者との調整の中ではそういったことは志向しないというよう

な回答も得ているものですから、そういった意味では可能な限り調整を進めた中で、私

どもの事業も事業として成り立つように検討していきたいというふうに考えております。 

〇顧問  分かりました。では、これは当初配慮書段階でかなり広い計画で考えていたの

を、そのまま継続的に最大で出してきているということで考えてよろしいですか。 

〇事業者  今のところはそういう形です。 

〇顧問  分かりました。では、今後これは検討されるということになりますね。 

  あと、先ほどから何回か意見が出ていると思うのですけれども、「樹木伐採の場所及び

規模」が13ページでほとんど具体的なことが書かれていなくて、具体的な切り盛りとか

の図面は準備書で出てくるのではないかと思うのですが、方法書で調査位置の妥当性を

検討するときに、対象事業実施区域がこれだけ広い範囲になってくると、具体的にカー

ブで伐採が想定される場所はどの辺かとか、林道で拡幅が必要になってくる可能性のあ

る場所はどの辺かというのが粗々でもエリアで示されていないと、その辺が検討できな

いのですね。 

  ですので、これは事務局の方にもお願いしたいのですが、方法書に入れられない場合

は必ず補足説明資料で、調査位置の妥当性を比較できるような、この辺りで可能性があ

るよというような図面は必ず出していただくようにしていただきたいと思います。風車

の位置だけではないので、道路の拡幅、その辺が生態系の樹木伐採の影響とかになって

くると重要だと思いますので、その辺は今後お願いしたいと思います。 

  これはちょっと細かいことなのですが、58ページで図3.1-22、既存資料から引っ張っ

てきたものだと思うのですが、ここは結構アカハラダカが重要な地域ではないかと思う
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のですけれども、このアカハラダカの渡りの図面が、非常に引いて見た日本全国の図と、

逆に非常に拡大した図しか出ていなくて、この情報だけ見ても何を言わんとしているの

かがよく分からないのです。ルートにかかっているかどうかが見たいので、この図面で

はなくてもう少し中程度で、鹿児島とか少なくとも九州の西半分とかが見えるようなス

ケールで示していただきたいので、本州とか北海道の情報は図面上では要らないです。

そこは工夫してください。 

  それから、これも細かいですが、106ページの食物連鎖図の中で、私は、今回典型性で

選ばれているタヌキをこの中に見つけることができなかったのですが、ありますでしょ

うか。これは追加をお願いいたします。 

  308ページ、まず動物の方の調査ですけれども、知事意見で、この周辺に国指定天然記

念物のヤマネの生息地があるという意見があったのですけれども、このあたりは情報が

あるのですか。それとも、ほとんどいないと考えてよろしいですか。 

〇事業者  情報では、この東側の紫尾山の周辺の標高の高めのところで確認をされてい

るという情報は伺っております。 

〇顧問  そこは対象事業実施区域にはかかっていないのですか。 

〇事業者  そこはかかっていない状況です。 

〇顧問  基本的にヤマネの調査は特出しではやる必要はないと。 

〇事業者  今のところ、そのように考えております。 

〇顧問  分かりました。では、これは地元とよく検討して、意見が出るようであれば対

応していただくということでお願いいたします。 

  それから、コウモリの調査は一応自動録音３カ所と夜間踏査ということですので、こ

れは、今踏査ルートということで示していただいている範囲を夜間も歩き回るというこ

と、バットディテクターで確認しながら歩き回るということでよろしいですね。 

〇事業者  基本的には道路が走っていますので、車で走りながらというところが中心に

なります。 

〇顧問  分かりました。それから、鳥類の調査位置が330、331ページにありまして、希

少猛禽類はかなり密に定点を設置していただいているのに対して、渡りの方の地点数は

余り多くないのですが、この可視範囲というかカバーできている範囲というのが示され

ていないのですけど、この地点で十分満たしておりますか。 

〇事業者  猛禽類に関しましては先行的にやっていることもありまして、かなりクマタ



- 22 - 

 

カが谷沿いでは密にいますので、このような地点配置になっております。ただ、逆に今

度渡り鳥になりますと、ここは樹林に囲まれたところがほとんどでして、視界がとれな

いというところもありまして、なるたけこういった視界のとれるところということでと

れたのが、今この地点配置になります。 

〇顧問  アカハラダカの話題については知事意見で出ておりますので、きちんと見られ

ているような形で調査を実施していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  それから生態系の調査、まず注目種ですけれども、今回、注目種のマトリクスで、上

位性の方で風力発電施設の稼働による影響が懸念される種、あと典型性の方で事業実施

に伴い生息環境が改変される種ということで書かれているので、私はこの書き方は非常

にいいと思います。今後、ほかの地点でもこういった形で検討していただきたいと思う

のですが、具体的にタヌキのところで、あるいはほかの典型性種のところで、事業実施

に伴い生息環境が改変されるというのは、具体的にはどういう改変になりますか。 

〇事業者  ここでは、ヤード部とそれに伴う管理道路、そういったところの改変区域と

いうことで考えております。 

〇顧問  これは樹林の伐採とか土地の造成ということになりますか。 

〇事業者  そうですね、主に樹林の伐採等が大きなものとなると思います。 

〇顧問  分かりました。タヌキが取り上げられているのですが、雑食でいろいろなもの

を食べると思うのですが、季節によってはかなり果実が重要な餌資源になっていますよ

ね。樹木の伐採というと、当然果実をつける樹木とか、ドングリなども食べるみたいで

すので、そういったところは、今回評価はされないのですか。 

〇事業者  今のところ、調査目的としてはそこまで入っていないところです。 

〇顧問  樹木の伐採ということであれば、そういったところも見ていただいた方が影響

は把握できるのかなという気がしますけれども。 

〇事業者  検討させていただきます。 

〇顧問  それから、生態系の餌種の調査位置で356ページと360ページですけれども、そ

れぞれＭ11、Ｋ11となっている地点から南に延びている尾根のところに調査地点を設置

していないのですけれども、これは問題ないですか。 

〇事業者  似たような環境ということをほかのところで実施していましたので、ここの

ラインについては、今のところ地点は設置しておりません。 
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〇顧問  環境類型から内挿するというお考えではあるのでしょうけれども、基本的にも

し伐採等で大きい改変があるような箇所は、できるだけ見ていただきたいというところ

はあります。 

〇事業者  分かりました。 

〇顧問  あと、タヌキの方の餌と生息状況ということで見るということで、いつもこう

いったやり方でやっていただいているのですけれども、生息状況の調査が大体フィール

ドサインで行うということなのですね。フィールドサインは主に何を見るという想定で

すか。 

〇事業者  フィールドサインは、主にため糞の状況になると思います。 

〇顧問  糞ですよね。ため糞というのは、ご存じだと思いますけれども、特定の場所に

いろいろな個体がするわけです。そういう生態的な意味があるわけです。ため糞場イコ

ール採餌場所とか休息場所ではないです。そこは結構注意が必要だと思うのですよ。い

つもその位置の糞をとってきて解析をされるのですけれども、それで本当に利用状況を

把握したと言えるのかどうかというところが気になるところなのです。 

  今回知事意見で、風車の設置に伴う「森林伐採により、哺乳類等の動物の行動、生息

状況の利用状況の変化」ということで指摘があります。そうすると、森林が伐採された

場合に、具体的に行動圏とか利用頻度とかがどう変化するかということを見ていかなけ

ればいけないのではないか。何か足し算をして改変面積、改変率で云々というのは、い

つも意見が出ていますけど、余りよろしくないと。やはり利用頻度等がどう変化するの

かというのを見ていかなければいけないのではないかと思うわけです。 

  行動圏になってくると、例えばＤＮＡを使ったりとかテレメトリーを使ったりとか、

かなり大変な調査にはなると思うのですが、利用頻度に関しては、今回動物の方で自動

撮影調査をやられています。こういったデータを生かすというご予定はないのですか。 

〇事業者  勿論ため糞だけではなくて、足跡もつくでしょうし、これだけ広い道路がつ

いていますので、そういった中では夜間踏査した際には目撃もあると思いますし、勿論

自動撮影で撮影された地点についても利用する予定でございます。 

〇顧問  多分目撃とか、ため糞もそうですけど、ため糞は特別な生態的な意味が入って

きてしまいますし、目撃はかなり人が歩いた場所というバイアスが入ると思うのですね。

それに比べて自動撮影カメラは、向きというのはあるのですけれども、けもの道に設置

されているかどうかとかそういうバイアスはあることはあるのですけれども、うまく設
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置すれば、地点ごとの客観的な情報としてのデータはとれるわけです。しかもほかの動

物も分かる。場合によっては、タヌキでなくてほかのものが利用していたら、そういう

状況も利用頻度として出てくるわけです。 

  今回16地点というかなり多い地点で地点数が設定されているので、本当は欲を言えば、

もうちょっと足して25地点ぐらいにしていただきたいというのはあるのですけれども、

そういった情報を使っていただくと、利用頻度が具体的に生息に影響するような要因、

餌の多い環境とかそういったものとどう関連しているかというのが分かってくると思う

ので、風車の稼働の影響は見られないですけれども、森林の伐採の影響等を考えた場合

は、そういう視点でやっていただいた方が、その影響、あるいは知事意見で求められて

いることというのはより具体的に分かるのではないかと思いますので、その辺はご検討

いただきたいと思います。 

〇顧問  私の方から幾つか、質問というか注意が必要なところを申し上げたいと思いま

すが、127ページに、対象事業実施区域の一部の中に農用地区が入っていますね。西側の

くびれたところ、ハッチのかかったところがありますけど、多分農用地区だと、ここに

建てようとすると除外申請等やらなければいけないと思うのですけど、その辺、適切に

やっていただきたい。 

  それから、自然公園のところにハッチがかかっている。本来は、配慮書の段階でそこ

は配慮した結果として、除外するなりの形をとって方法書が出てきてしかるべきではな

いかというふうに思いますので、準備書の段階ではそこを除くのか除かないのか。自然

公園区域というのは基本的には除外すべきところだと思いますので、残すのであれば、

なぜそうしたかという理由、対象事業実施区域に選定した経緯が分かるような書きぶり

にしていただきたいというふうに思います。 

  それから、場所によっては、住宅が沢筋を上がっていったところに何カ所かあります

けど、風車の位置等の関係で、距離が幾つというのは不明ですけど、山の両側から丁度、

均等に影響を受ける可能性があるので、予測・評価のときにはそこは注意が必要かとい

うふうに思います。 

  それから、シャドーフリッカーも同じで、30時間・30分というのがありましたけど、

それで計算をして超えるような場合には、実気象条件を考慮したところまで検討して、

それをクリアできないようであれば、回避ということも準備書段階では触れる必要があ

るというふうに思います。 
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  あと、これは気象協会の方にお聞きしたいのだけど、ほかの案件では、昨日の案件で

は、鳥はラインセンサスでやっていますよね。これはラインセンサスをやっていません

よね。なぜ事業によってこういうふうに、同じコンサルタント会社なのに統一されてい

ないのでしょうか。 

〇事業者  その点に関しましては、我々も重々承知の上で書いております。 

〇顧問  目的があるわけね。 

〇事業者  目的といいましょうか、多分に過去の例から、この部会の中でいろいろなご

意見をいただいていまして、その中で、ラインセンサスで進めるべきだとか、その後ポ

イントセンサスで進めるべきというところが出ている中で、我々も右往左往しながら記

載したところがございます。ここもラインセンサスでもいいかと思ったのですけれども、

これを作成する当時、ポイントセンサスでというところの話が随分あったものですから、

ここの案件では今ポイントセンサスにしております。 

〇顧問  分かりました。無理にラインをやる必要はなくて、ポイントとかスポットセン

サスの方を重点的にやって、できるだけ定量的に、あと、データが使えるようにしてほ

しいという希望はあります。 

  ただ、調査点の配置などの関係を見たときに、この調査した結果をどういうふうにま

とめようとしているのかというのは、ちょっと方法書を読んだだけでは分からない。と

いうか、準備書が出てきたとき心配だなと。結果の羅列に終わるのではないかなと。だ

から、出てきた結果を次の段階として、今は何もないからいいのだけど、例えば稼働後

にこのベースになるデータをどう使うか。稼働に伴っても影響は出ていませんよと言う

ためには、どう配置をしたらいいのかという観点から、あるいはどうデータを加工した

らいいのかということも考えてやらないと、単純に一通りポイントセンサスでやりまし

た、結果こうでしたで終わってしまう。もったいないと思いますので、その辺はもう一

回、ポイントの置き方、データの解析のやり方も踏まえて検討された方がよろしいかと

いうふうに思います。 

  それから、予測フロー図でいくと、大体改変面積が小さいから変化量は小さいという

ふうになってしまうので、例えば動物の類いなどだと、移動の経路の阻害とかというよ

うな話になってくると、本当に移動の阻害が起こらないのかということ、影響は小さい

とかということを言うためには、その対象になる種の行動の状況までも見ていないと書

けないわけですよね。その辺、つながり、影響が小さいとする根拠はどうなのですかと
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いうことです。余り根拠がないと、定性的な表現をしていると、事後調査で、確認する

必要があるのではないでしょうかという意見を言うことになりますので、その辺、書き

方をちょっと注意して書いていただきたいというふうに思います。 

  あとは、クマタカが出ているということになったときに、ほかの事業者も共通だと思

いますけど、昨日の案件でもありましたけど、クマタカ、今は風車がないので飛んでい

ると思います。どこが中心になっているのかちょっと分かりませんけど、飛んでいるも

のが、風車の工事が始まると飛ばなくなると思うのです。そのときに事業者は、保全措

置はどう考えるか。要するにクマタカは風車や工事区域を忌避するという形になると思

うのです。生息域がシフトする。その影響をどう保全措置として考えるかというのを考

える必要が出てくると思いますので、今の段階から餌量の変化とか営巣環境とかという

のを、モデルを作ってやることになると思うのですけど、単純にそれだけでは済まない

と思いますので、準備書以降のことも考えて解析の仕方を考えた方がいいと思います。

多分それが準備書の段階では一番大きなポイントになると思いますので、よろしくお願

いします。 

  先生方で、お気づきの点で特に追加コメントございますでしょうか。よろしいですか。

基本的には方法書の段階で、ある程度概略でもいいから工事区域、あるいは工事の程度、

道路の付け替え、道路はどこが新設されてというようなところが分かってこないと、後々

二度手間な議論になるということになりますので、できるだけその辺は、準備書の段階

ではみんなクリアできるように用意をしていただきたいというふうに思います。 

  もう一点は、累積的影響というところの考え方なのですけど、今、完全に３事業が重

なっている部分があります。多分調整しないと工事はできないと思うのですよね。それ

ぞれの事業の間に自分の風車を配置するということは多分できないと思いますので、そ

うなってくると、準備書を出すタイミングの問題もあるのですけど、累積的影響でやる

のか、皆さん一つの場で協議をして、このエリアの事業として風車の配置を考えたとき

の影響として考えるのか、ということではだいぶロードが変わってくると思うのですね。

その辺、事業者間でも協議ができるのであれば、そこも含めて、配置だけではなくて準

備書のデータの出し方のところも含めて協議をされた方がよろしいのではないかという

ふうに思いますので、その辺だけコメントさせていただきました。 

  取り敢えず時間になりましたので、締めさせていただきます。 

〇経済産業省  ご審査いただきまして、ありがとうございました。 
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  只今の顧問の先生方からのコメント、それから本件については鹿児島県知事の意見の

方を踏まえまして、大臣勧告ということを検討してまいります。 

  事業者の方におかれては、大臣勧告、この場の顧問の先生方のコメントを踏まえて適

切な調査を取りまとめて、準備書の方への反映をお願いいたします。 

  なお、最後、顧問からもご指摘ございましたけれども、同一地域で他事業との関係も

ございますので、準備書の検討の方を十分よろしくお願いしたいと思ってございます。 

  それでは、以上をもちまして、株式会社ジャパンウィンドエンジニアリングの（仮称）

さつま風力発電事業環境影響評価方法書の審査を終了いたします。どうもありがとうご

ざいました。 

 

（２）アカシア・リニューアブルズ株式会社「（仮称）福井金毘羅風力発電事業」 

＜方法書、意見概要と事業者見解、福井県知事意見の説明＞ 

      

〇顧問  ありがとうございました。 

  先生方からご意見をいただく前に、私の方から確認をさせていただきます。 

  まず、今の状況で系統連系の協議の状況はどうなっていますでしょうか。 

〇事業者  本年の３月、負担金工事契約も完了して負担金の支払いも終わっているとい

う状況にございます。 

〇顧問  分かりました。ありがとうございました。 

  午前中の案件、あるいは昨日の案件もそうなのですが、この図書でもそうなのですけ

ど、対象事業実施区域の図がちょっと小さくて、下が分からない。もうちょっと拡大し

た図面を用意していただきたいということです。できればハッチをかけないで、地形図

の状況が読み取れるような図面にしていただきたい。 

  それから、説明の方法のところを見ていて気が付いたのですが、午前中の案件でもあ

りました。大体全ての案件に共通なのですが、方法書の段階で改変予定区域が分からな

いのですよね。この図書でもそうなのです。後ほど水関係の先生方からご意見が出ると

思うのですが、動物でもそうですけど、例えば330ページの魚類、底生動物の関係で集水

域が描いてあります。集水域で調査点がそれぞれ振ってあります。このときに、例えば

Ｗ６とＷ２の間の集水域、白抜きになっています。この風車を設置する範囲の間に新設

する道路があるのかないのか、改変があるのかないのかも分からない。それで、Ｗ６と
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Ｗ２の地点だけでいいのかどうかという話になりますよね。調査地点の妥当性をそもそ

も議論するのに、改変区域なり改変の程度が示されないと無駄な議論をするということ

になりかねないということがありますので、概略でもいいからできるだけ道路計画であ

るとか改変計画といったようなもの、概略が分かるような資料を用意していただきたい

ということでございます。 

  あともう一点は、住宅等の離隔距離を500ｍに設定していますよね。これの根拠、要す

るに配慮書の段階からここの方法書まで来る間に、住居との離隔距離を500ｍに決めて配

置計画を出されていますので、500ｍの根拠というのを説明していただきたいと思います。 

  多分、環境省のガイドというか考えに沿って500mという数値を引っ張ってきているの

だと思うのですけど、出ているもとは、当時の2,000kWクラスの実態に合わせて出てきた

ものだというふうに私は推定しているのですが、今回おやりになられる風車のサイズは

大分違いますので、500mでいいのかどうかということなのです。どういう考えで500mと

しているのか。 

〇事業者  当初の500ｍに設定した根拠というのは、先生がおっしゃられたとおりでござ

います。現在の計画、確かに風車の大型化等々でその問題もありますので、非公開資料

の８ページをご覧いただきたいのですが、風車の発電機の位置が記載されていると思い

ます。この500ｍの位置が、地図の真ん中より左の方に「国山町」と書いてある地域があ

ると思うのですけど、ここから東にちょっと行ったところに灰色の風車設置予定範囲、

ここが一番近くて500ｍということだったのですけど、今、こちらの方では風車の設置予

定を我々の方では取りやめています。というのも、環境影響評価と別に騒音の方の調査

を行った結果、影響の回避が難しいということで、既にここは回避しております。 

〇顧問  分かりました。そういうことであれば、いずれその辺の経緯が出てくると思い

ますので、取り敢えず了解でございます。 

  いずれも500mという数値で方法書の段階で離隔距離を設定されてきているので、風車

のサイズが変わっているというようなことも考えれば、500mで本当にいいのか。最初の

段階から500mでいいのかというのはあると思いますので、以後、気を付けていただきた

い。コンサルタント会社はいろいろなところに関係してくると思いますので、500mで始

まっているものについては事業者と協議して、もうちょっと離隔距離を考えた方がいい

という提言はするようにしていただきたいというふうに思います。 

  それでは、大気から行きましょうか。大気関係の先生、いかがでしょう。 
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〇顧問  それでは、順を追ってお伺いしていきますけど、まず15ページで「工事関係車

両の主要な走行ルート」というものが描かれているのですが、これは方法書ですけれど

も、大体どのくらいのところに工事関係車両が動くのかということは、基本的情報とし

て周辺住民に知らせないといけないと思うのですよね。 

  これに関連して、騒音関係の先生の方から質問が補足説明資料２番として出されてい

ますが、「工事で利用する会社を決めておらず走行ルートをお示しすることができませ

ん」という記載なのですけれども、コンクリート打ちをするためには、コンクリートの

会社から大体１時間以内で持ってこないといけないわけです。そうすると、おのずから

可能性のある場所というのは限られてくるわけですよね。どこにするかは決まらなくて

も、そういう可能性のある場所というのは地図上に大体プロット、もうちょっと小縮尺

の図にプロットすることが可能だと思うので、そういう図は必ず出してほしいと思うの

です。 

 次に303ページ、これで「大気環境の調査位置」という図があるのですが、これは騒音

ですけど、先ほどもちょっとお話がありました、対象事業実施区域から南側に延びる風

車を設置しない道路を対象としたところがありますけれども、それの南端辺りには住居

があるようなので、もしこの付近で一定以上の工事がある場合は、あるいは風車のブレ

ード等の積み替えを行うのであれば、積み替えの場合は基本的には民家の近くでやらな

いでほしいとありますけれども、ある程度の距離のところでやらざるを得ない場合には、

窒素酸化物等の短期影響評価、また、工事があるのであれば粉じん等、そういう評価を

してください。 

  それから風車の影なのですけれども、309ページで、調査範囲とか予測の範囲であると

かちゃんと図で示してくれる事業者もいるのですが、最近、図で示してくれる事業者が

少ないのですけれども、調査範囲と予測範囲と周辺の民家の状況というのはどの程度あ

るのかという情報は、やはりほかの項目と同じようにちゃんと図で示してほしいと思い

ますので、こういうのも方法書に付けてもらうようにお願いします。 

  ここは日本海気候ですから、冬、雪が降りますよね。そうしますと、例えば気象を調

べていただいている近隣の気象官署の状況を見ますと、21ページ、23ページにそういう

のがありますけど、例えば23ページの気象官署ですと、下の方の気象概況（平成29年）

の表で、一番右側に「日照時間」というところがありますけれども、これを見ますと、

冬季の日照時間が非常に少なくなっていますから、先ほど500ｍのところは避けたという
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ことですけれども、ここは実時間を考慮した日照時間の予測をすると案外クリアできる

可能性があるので、それは必ずやられた方がいいのではないかと思います。 

  それから、人触れなのですけど、358ページの下の表にどこを調査するかというポイン

トが書かれているのですが、住民意見とかウエブ上で出ている情報を見ると、まさにこ

の対象事業実施区域の真ん中にある金毘羅山という山に登山者もいるし、現状では余り

多くないかもしれませんけど、住民意見等を見ると、こういう風車を建てた後アクセス

がよくなるので、そこに行く人が多くなるのではないかというような意見もあるような

ので、やはり金毘羅山のポイントというのは、対象事業実施区域のど真ん中ですからも

しかしたら近くで改変等がある可能性もあるので、人触れのポイントとして選んでおい

た方がいいのではないかと思うのですが、それはどうでしょうか。 

〇事業者  この近くに金毘羅山というのが２つありまして、有名な方はもうちょっと南

側にある越前町の金毘羅山なのですけれども、ホームページ上で見ると、今現状の風車

が建つようなところの金毘羅山は、余り道も整備されてはいなくて、人が余り訪れるよ

うな場所ではないので、一応選定から今外しております。ただ、住民の意見もございま

すので検討はさせていただくのですけれども、ホームページ上で検索に引っかかるのは、

南側の越前町にある金毘羅山の方が有名ということで出てくることがございます。 

〇顧問  私の見たのは国山町という方で、確かに現状ではそんなに多くないということ

は分かっています。何か最近、この辺、林道がたくさんできているような印象を持つの

ですけど。 

〇事業者  林道に関しましては、近くというか山の尾根付近に幹線林道が今造られてい

て、未完成なので開通はしていないのですけど、多分ここ数年以内で開通して、繋がっ

ていくというような感じのようです。 

〇顧問  その辺考慮されて、もし必要であれば追加された方がいいのではないかと思い

ます。 

  それから、県知事意見の方で大気質について意見がついているようなのですが、これ

は現地の審査会でどういう意見が出たのでしょうか。 

〇事業者  ２の(1)の方で、風況調査を実際に工事するところでやりなさいというような

意見ですけど、風況調査自体は丁度風況ポールを設置するところでやるということにな

っていますので、ひょっとしたら勘違いされているのかなと思わなくはないのですが、

風況観測地点であります風況を調査する地点においての風状況も調査した上で、実際は
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予測・評価するというような形をとりますので、それに対しては実施するというような

形になります。 

〇顧問  私もちょっとこの意味がよく分からなかったところもあるのですが、もし必要

であれば、風況ポールでとった風をベキ乗数で下に下ろしてやってみるとかいうことも

あるかとは思うのですが、その辺はお任せします。 

  それから、窒素酸化物に関して１年間測定していないのではないかということに関し

ては、何か。これも道路環境マニュアル等を見れば、１年間やらなくていい根拠等は書

いてあるとは思うのですけれども。 

〇事業者  審査会の前の県の事前質問のときには、先生のおっしゃったような形でご説

明の方はさせていただいております。特段それに対する返答はなくて知事意見になりま

したけれども、そのあたりは、県の担当部局とも調整を確認する機会もありますので、

今後確認させていただいた上で調整の方をさせていただければと思います。 

〇顧問  お任せしますけれども、もしやるということであれば、近隣の局とのデータを

比較、そういうことをやればいいかと思います。 

〇顧問  騒音関係の先生、お願いします。 

〇顧問  では、質問とコメントを少しさせていただきます。 

  まず、15ページの工事用車両のルートなのですけど、先ほど説明を受けたのがよく分

からなかったのですけど、もう一回言ってもらえますか。工事用車両の運行ルートは基

本的に２つあるとおっしゃっていましたよね。対象事業実施区域の東の端に接続する道

路と、真ん中辺から少し下に下りている区間、そこに接続するルート、この２つという

ことですか。 

〇事業者  そのとおりでございまして、今後の予定としては、このうちのどちらか１つ

に絞り込んでいくというところですが、現状どちらにするかは決まっていないので、２

つとも調査範囲にしているということでございます。 

〇顧問  分かりました。多分ほかの先生も質問されたと思うのですけど、対象事業実施

区域の東端のところの接続点から中に入ってくる道のことは全くこの地図では分からな

いのですけど、新しく道路をここにこしらえるということを考えていらっしゃるのです

か。 

〇事業者  非公開資料の９ページの図をご覧いただいてよろしいでしょうか。この９ペ

ージの地図の中でピンクの線と青い線が描いてあるのですけど、青い線は既存の林道が
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あるので、カーブ等でちょっと膨らますとか仮にあったとしても、基本はここを使って

行けると思うのですが、東端の方、ピンクになっているところは、輸送に耐えられるち

ょっとした既存林道はあるのですけど、基本は、ここの位置に道路を新設するような形

で一般県道の251号線にアクセスできるようにしていくという形になっております。 

〇顧問  分かりました。いずれにせよ、この２つどちらかを選定するけれども、その際

には道路の拡幅であったり新設が必要だということですね。 

  関連しますけど、今回、建設機械の稼働に伴う騒音というのは選択されていないので、

それはそれでもいいと思うのですけど、恐らく風力発電機の基礎部分の工事に係る騒音

というのは、ほとんど影響ないだろうということ。ごめんなさい、僕、騒音でなく振動

のことを言っていました。それはそれで僕はいいと思っています。 

  真ん中のところの部分の道路を造る、若しくは拡幅するとなると、この辺、住居のこ

とがよく分からないのですけれども、仮に拡幅のところの道路の沿道に住居が存在する

のであれば、建設機械の稼働に伴う振動になりますけれども、騒音もそうかもしれませ

んけれども、必要に応じて予測・評価をしておく必要があるだろうと思います。これは

ほかの先生の方の大気質の方と全く同じ意見ですので、承知しておいてください。よろ

しいですか。 

  次に、補足説明資料、回答をありがとうございました。最初に変電所の予定地のこと

を聞いたのですけれども、周辺の住居の状況がよく分かる地図を付けていただきまして、

ありがとうございます。補足説明資料の２ページ、基本的に変電所は対象事業実施区域

の外側にありますので、特にアセスをしなければいけないということではないのですけ

ど、仮に住居が近所にあったときには、やはり一定の配慮が必要だなと思って描いても

らいました。多分、配慮は必要ないだろうと思うのですけれども、一つ聞いておきたか

ったのは、変電所設置の例えば規則とか、そういう中に環境に配慮しなきゃいけない項

目があるだろうと思うのですけれども、特に騒音について何か配慮すべきという設置要

領とか設置基準とか、そういうものはないのですか。分からなければ、またで結構です

けど。 

〇事業者  恐らく電気工作物を造ることになるのですけど、その中には多分なかったと

いうふうに記憶しています。 

〇顧問  分かりました。200ｍぐらい離れているので多分問題ないと思いますけれども、

了解しました。 
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  次の３ページの２番、これは先ほどほかの先生からも言っていただいたとおりです。

方法書の段階でいろいろある程度の見込みなり計画をしていただかないと、調査地点で

あるとか調査方法等の検討もできないということです。 

  ３番目です。これは僕の間違いでした。これは金毘羅山の北東６㎞付近のところに、

環境省の環境アセスメントデータによると、風力発電機２機が確認できていました。こ

れは平成26年に廃止されて、今撤去されているということで間違いありませんね。あり

がとうございました。 

  ４番ですけれども、騒音に係る環境基準の類型指定について聞いています。「対象事業

実施区域およびその周辺を含む地域の類型指定図があれば示してください」ということ

で、次のページに示していただいたとおり、そんなに遠くはないのですけど、一応この

地図の中にはその類型指定範囲があるということですね。了解しました。 

  それから、５ページのところなのですけど、福井県の公害防止条例に基づく区域設定

のことなのですけど、「その他の区域」と書かれている部分があって、これはどういう区

域のことかということですけれども、ここも同じように、先ほどの「さつま」というか

鹿児島と同じように、その他地域というのは市街化調整区域、白地調整、無指定地域、

これをここの県では指定しているということでよろしいのですね。これはかなり広く網

をかけているということになりますかね。分かりました。 

  次、あちこち行って申し訳ないのですけれども、303ページ、騒音等の調査配置なので

すけど、一応有効風速範囲を調べるための風況観測をやるということになっています。 

福井県のこの風車が建つ範囲というのが、およそ４㎞の幅があるということなのですけ

れども、１ポイントだけで対応するということですが、その辺大丈夫かなと思って、そ

れを聞いてみたかったのですけど、どうでしょう。 

〇事業者  こちらの風況観測塔に関しては、ＮＫ認証の方で、複雑地形の場合は２㎞以

内、半径２㎞しかカバーできないというふうになっているので、もう一本、西側の方に

建てる計画をしております。 

〇顧問  分かりました。では、準備書のときにその辺はきっちり書いていただければと

思います。ということで、２つ使うということですね。 

  次に296ページ、調査の方法の季節のことをお聞きしたいと思うのですけれども、環境

騒音を調査するのだけれども、72時間連続を２季にわたって行いますということなので

すけど、季節的にはどういう特徴のある季節を選んで調査をされる予定ですか。 
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〇事業者  比較的風が吹くのと、あとは虫の鳴き声とかない時期であります晩秋、秋の

終わり11月ぐらいと、あとは３月から４月にかけて春先の２回、調査をさせていただけ

ればと思ってございます。 

〇顧問  夏は虫の声ということですかね。 

〇事業者  虫の鳴き声等が多分あると思いますので、多分データはとれないかと思いま

して、その２季で設定をさせていただければと思ってございます。 

〇顧問  分かりました。冬はどうですか。 

〇事業者  冬につきましては、恐らく11月の末ぐらいで、冬自体が、風が多分吹き過ぎ

る可能性もございますので。 

〇顧問  風の強い季節ですね。 

〇事業者  風が強すぎる時期は外す形で、ちょっとずらした形で設定させていただけれ

ばと思います。 

〇顧問  分かりました。それから、知事意見の方に入りたいのですけど、２ページ目の

(3)「施設の稼働による騒音および低周波音の調査、」云々というところで、最後のとこ

ろ、「複雑な地形や気象等を考慮した適切な予測手法および低周波音の評価比較値の追加

設定を含む評価方法の選定を行うこと」と書いてあるのですけど、これは何か特別な意

味があるのかどうかということです。事業者は県から説明を受けているのではないかと

思うのですけど、これはどういう意味なのでしょう。 

〇事業者  恐らく県側の意図としては、住民説明会のときに、「音の伝わり方というのは

地形によって違うのではないの」という意見が出ていたので、それを恐らく反映されて

書かれているのではないかというふうに考えております。 

〇顧問  後の方はどうですか。「低周波音の評価比較値の追加設定を含む評価方法の選定

を行う」というのは、どういう意味かお聞きしたいのですが。 

〇事業者  こちらの方は、評価地点を選んだのですけど、そこより、その裏にある遠い

ところの町もしてくださいという意見が出ていまして、我々としては、近いところでク

リアしていれば遠いところは当然クリアしているだろうということで、近いところの町

を１点選ぶということだったのですけど、遠くも選んでくださいということ。事情とし

ては、福井市と越前町で町が違うので、越前町側も遠いけどしてくださいという話が出

ているので、そういう意味で書かれたと思います。 

〇顧問  地点を追加してくださいという意味ですね。了解しました。 
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  一応最後なのですけれども、ほかの顧問から先ほどあった500ｍの根拠ですけど、

2,000kW級のものについては、いろいろなところで500ｍというのが目安というふうにな

っています。最近は大型風車になってきているので、500ｍでいいのかどうかという議論

をしなきゃいけないのですけど、発電量が２倍になっているということと、音響的にも

パワーが２倍になっているとなると、ルート２倍の距離をとらないといけない。500ｍだ

と750ｍぐらいは離してくださいということになります。それはちょっと頭の隅に置いて

おいていただいて、この後、準備書に移られるときの風車の位置を確定する場合には、

4,000kW級でパワーレベルが2,000kW級の倍あるということであれば、ルート２倍ぐらい

の距離は、500ｍのルート２倍で1.4倍、それぐらいは離すのが合理的だということを覚

えておいていただければいいと思います。 

〇顧問  ありがとうございました。水関係の先生、よろしいですか。 

〇顧問  まず知事意見の関係から確認させてください。(4)の「水の濁りについては、」

というところです。２段落目の最後の方に「降雨時の水質を適切に把握するため、調査

頻度や測定回数を増やすこと」ということが書いてあります。今の水質調査の計画は、

大体ほかの地点と同様に冬を除く３季と降雨時１回ということになっていますが、この

福井県知事意見を受けてどのように対応されるのかを教えてください。 

〇事業者  現時点におきましては、平水に関しては現況としては変えるつもりございま

せんけれども、審議会の中では空白地点というようなものがございましたので、そこに

ついては調査をしないといけないのかなと思っております。 

  それと降水時ですけれども、降水時につきましては時間雨量で10㎜程度が期待できる

というか、降るようなときをねらって調査しますので、一雨において調査いたしました

ら、ある程度いろいろなパターンでの状況が捉えられると思うので、現況としましては

１回の降雨調査で足りるのではないかと考えております。 

〇顧問  最近、ほかの地点でも雨の降り方がいろいろ変わってきている、非常に集中豪

雨も増えてきている、というようなお話もあって、いろいろな降雨のパターンが考えら

れますし、ここの福井県知事意見で書かれている(4)については、前段のところも含めて

私もそのとおりだと思います。是非この辺の測定回数とか頻度などを増やす方向でご検

討いただければと思います。 

  次に、水質調査点の関係の307ページです。まず、アクセス道路の工事の範囲も考えて

水質の調査点、集水域の提示もしていただいていることは大変結構だと思います。特に
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他地点ですと、この道路工事のところがはっきり描かれていることが少ないので、これ

は良い点だと思います。これで示されている以外のところは、今のところ道路の改修等

は行わないで済むだろうという見通しだということですよね。 

  さて、次に、最初にほかの顧問がおっしゃっていた例の水質調査点の３と４の間、空

白部についてです。これは私も申し上げようとは思っていましたが、対象事業実施区域

が空白部のところにも描かれていますので、ここのところの調査点については、追加す

る方向で検討する必要があると思います。 

  あと、水質調査の１と12の間のところも、空白部のところに対象事業実施区域がはみ

出ているので、この２カ所も考えていただければと思います。 

  もう一点、同じ図で取水地点、「表流水」と書いてあるピンクの丸のところです。きち

んと明示していただいて、非常に分かりやすいのですが、水質調査点よりも大分上流の

ところに取水地点がありますので、この水源近くでも水質の調査・モニタリング等をし

ていただく必要があるのではないかと思います。 

〇事業者  まず、空白地点の方ですけれども、一応水質調査３と４の間に小さい流れ込

みはございますので、そこの方は調査しようと考えております。現状で外した理由とし

ましては、上流の方から川の流れみたいなのがなくて、多分湧水が湧き出たのが流れて

いるような雰囲気でしたので、調査からは、今回の図からは外しておりますけれども、

２河川ほどございますので、その地点においては調査実施したいと思っております。 

  それと、水質調査１と12の間はちょうど高い山になっておりまして、そこからの流れ

込むような河川はございませんので、そちらの方はちょっと難しいと考えております。 

  あと、取水地点と水質調査地点が離れているという部分ですけれども、そちらは結構

な山道で、平水だったら取水可能なのですけれども、実際降雨時に行くとなるとちょっ

と危険が伴うような山道なので、一度は平水時におけるサンプリングは必要だと思いま

すけれども、それ以外は下の方で、調査地点としては下流域とさせていただいておりま

す。 

〇顧問  分かりました。最初の方の件ですが、そうすると、この空白部のところで発生

した濁水はどこへ流れていくのでしょうか。 

〇事業者  水質調査３、４の間に２河川ほどありまして、上流の方の河川は多分浸透し

ているのだと思います。それが湧水となって途中から湧き上がって、河川となって流れ

ているというような状況になっている。ここら辺も険しい山なので、実際調査に入るこ
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とはなかなか難しいので、上空から見た推測ですけれども、そのような状況になります。 

〇顧問  分かりました。一番大事なのは、工事中に発生した濁りが環境に影響を及ぼさ

ないかどうかを確認するということです。先ほどの水源の話も、実際に人が入っていく

のが危ないようなところであったら、無理に危険を冒してまでと言うつもりは勿論あり

ませんが、水源に影響を及ぼさないよう十分な注意を払われる必要があると思います。 

〇顧問  取水点があるのだから、難しいのかもしれないけど、人は行けるのだろうなと

いう気はしますけど。 

  ほかの先生、お願いします。 

〇顧問  今、先生が言われたこととほぼ重なるのですが、取水のことを今ほかの顧問が

言われましたが、どういうふうに取水されているか、常時取水している場所なのですか。

どなたか行って水をくむような場所なのか、それとも常に上水を取っている場所なのか。

どういう状況なのでしょうか。 

〇事業者  私営水道である地域の組合の水道の水源なので、常に取っている。 

〇顧問  そうですか。でも、多分アクセスできますよね。人が入って、そこへ造ってい

るわけですから。 

〇事業者  かなり山の中なのですけど、何とか。 

〇顧問  平水時には調査をしていただければと思います。大雨が降っているときには行

かなくても、ほかの場所の調査とうまく合わせて考えれば予測できると思いますので、

お願いしたいと思います。 

  併せて降雨時なのですが、これも先ほどほかの先生も言われましたが、最近多発して

いる集中豪雨のときのことも考えてやる必要があると思いますし、ここは豪雪地帯だと

思うので、雪解け水のことは何か考えておられますか。 

〇事業者  実はここの地域、我々も事業を開始する前は豪雪地帯だと思って行ったので

すけど、豪雪地帯ではなくて、一昨年たまたま40年ぶりぐらいの雪で、それでも1.5ｍぐ

らいなのですけど、去年だと山の頂上で50㎝ぐらいで、ほとんど下の方は降らないとい

うことです。 

〇顧問  工事をやる時期に雪解け水が大量に入ってくるのではないわけですね。分かり

ました。あと、県知事意見の中にカジカガエルの話が出てくるのですが、これについて

は何か考慮されていますか。 

〇事業者  カジカガエルについては、審査会のときに初めて先生の方から出てきて、こ
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の方法書を示した後に出てきていますので、その辺につきましては、ここはサンショウ

ウオとかでアベサンショウウオとかの生息地になっている可能性があるということで、

特に両生類については重要視して調査を行いますので、そのあたりも含めてカジカガエ

ルについても検討したいと思います。 

〇顧問  分かりました。この330ページの底生動物の調査地点と、爬虫類・両生類の調査

地点がどこかに出ていたのですが、両方合わせても多分カジカガエルとかサンショウウ

オはカバーできないのではないかなという気がしたので、その辺も十分ご配慮いただい

て調査いただければと思います。 

〇顧問  魚関係の顧問、お願いします。 

〇顧問  まず、余り関係なさそうなのですが、事業地域の近所にため池とか水田ってあ

りますよね。 

〇事業者  事業地域というのは、風車の建つところですか。 

〇顧問  道路とかも含めて。 

〇事業者  山に上っていく途中に、たまにポツポツあります。 

〇顧問  このピックアップしていただいている動物の重要な種の中に、結構水関係の国

内希少種が出ていて、余り専門ではないのですけど、シャープゲンゴロウモドキなどは

福井市内で見つかっていて、国内だと相当、数が減っているというか、いるところがほ

とんどないような状況だと思うのです。直接改変しないにしても、事業が間接的にでも

影響すると、結構重大な問題になるのかなという気がいたします。 

  それから、もしため池とか水田があると、この中の例えばミナミアカヒレタビラなど

は出てくる可能性がかなり高いのかなという気がします。その下のワタカは多分関係な

いと思うのですけれども。それで、この中にないのですけど、以前の案件の専門家から

の聞き取りで、九頭竜川水系の日野川上流ではナガレホトケドジョウの生息可能性が指

摘されているのですよね。アベサンショウウオなどと同様に、かなりちゃんと調査した

方がよいというアドバイスを受けておられるので、今回もこういった希少種が生息する

可能性がかなり高いと思うのですけれども、その辺いかがでしょうか。 

〇事業者  まず、専門家のヒアリングについて、アベサンショウウオにつきましては福

井県の方からご指導を受けて、アベサンショウウオの専門家の方に当たってお伺いした

ので、ほぼこの地域の情報というものをいただいた上での調査計画を立てたのですけれ

ども、ナガレホトケドジョウについては、このときの福井県の方からの専門家のヒアリ
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ングで具体的に指導はなかったものですから、特にホトケドジョウ関係については専門

家のヒアリングを行っていませんので、今の顧問のお話を踏まえて、調査に入る前にも

う一度そこは確認させていただきたいと思います。 

〇顧問  くどいようですけど、大体皆さん、直接改変がないのでということで余り影響

がないという結論をされるのですけれども、今回の場合、例えば両生類ですと、ちょっ

と水の流れが変わっただけでも影響が出るでしょうし、特に先ほど申し上げたシャープ

ゲンゴロウモドキ、こういったものですと非常に希少性が高いようですので、相当配慮

が必要なのかなという印象を受けますので、生物を見つけるところまでやるのか、ある

いは、多分こういうところにいるだろうという水域があるので、ちょっとそこは気を付

けましょうということでもよろしいかと思うので、その辺、先ほど集水域の話がありま

したけれども、魚類相を押さえるには集水域が分からないので、あれで十分かどうかと

いうこともあると思うのですけれども、それとは別に、今回希少種とかがかなり多く出

そうなので、その辺は留意していただきたいというふうに思います。 

〇顧問  参考にしていただいて、現地調査の調査点も含めてよく検討していただきたい

と思います。 

  生物関係の先生、その前に工事関係の先生。 

〇顧問  ４ページを見ていて疑問に思ったのですけど、質問は、まず金毘羅山という名

前の由来と、なぜ２つあるのかという、それをお聞きしたいのですけど。 

〇事業者  まず、金毘羅山の由来なのですけど、こちらの金毘羅山に関しては、実は地

元の人に金毘羅山と言ってもぴんとこない方がたまにいたりするようなところもあるの

で、歴史に詳しそうな、元々ここに住んでいないで移住してきた方で、何か歴史的なこ

とをおっしゃっていましたが、地元の人でも由来はほとんど知らないみたいです。 

  金毘羅山というのは日本に20カ所とか30カ所、そういうような数あって、四国が一番

有名なのですかね。たくさんあって、なぜここが金毘羅山になったのかも分からないで

すし、金毘羅山というと、さっき言った越前町にある金毘羅山の方がこの辺だと有名で

す。地図には載っています。 

〇顧問  地図に２つ載っていますね。 

〇事業者  南の金毘羅山の方が有名です。 

〇顧問  海洋文化の信仰の流れとか北前船とか、そんなのが関係あるのですかね。 

〇事業者  そこは我々もできる限り調べたのですが、ちょっと分かりませんでした。 
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〇顧問  時々事業者の方に言っているのですけど、対象事業実施区域内の地名というの

は非常に大事で、土地を改変するというのに当たって、その土地の成り立ちを知るとい

うことは必要な作法なのです。アセスは自然科学的な情報でしかやっていないですけど、

例えば景観などを評価する場合、自然科学的な情報、ましてや視野角のようなものだけ

ではなくて、最近は文化的景観という概念が文化庁でも議論されているので、文化的景

観というのを事業者の方がこの土地について理解する必要があって、地名というのは文

化的景観を理解する入り口なのです。だから、ホームページで調べるレベルではなくて、

地元の人に聞いてみるレベルではなくて、アセスの図書に載せる、載せないは別として、

知識的にきちっと調べておくというのは必要なことだとまず申し上げたい。 

  というのは、この土地を見ると、結構周りに遺跡も多いし、いろいろな景観資源も豊

富で非常に密度高いですよね。そういうところでの改変というのは、いろいろ気を使っ

た方がいい。 

  続けますと、12ページで、私は環境影響の度合いというのは、造成工事の切土盛土の

土量の総和と正の相関にあると仮説しているのです。だから、こういう案件をいつも見

るときに、切り盛り１万㎥当たり何MW発電しているかというふうに見ているわけです。

例えば切り盛り土量ですけど、あるいは改変面積１ha当たり何MW発電しているか、ある

いは伐採何ha、あるいは伐採量材積で何㎥、1,000㎥当たり何MW発電しているか、そうい

う原単位で物を見ると、この事業は割に合っているのかと。つまり、環境破壊に対して

割に合っている発電なのかということが結構比較できるのです。ここで63MW発電しよう

としているわけですけど、単純な分母がどこにも書いていない。改変面積も切り盛り土

量も伐採量も伐採面積も分からない、計算のしようがないのですよね。だから評価しよ

うがない。 

  だから、私がいつも、方法書の段階でも改変内容を明らかにしてくれと言っているの

はそういう意味であって、例えば318ページ、319ページに「風力発電機の設置予定範囲」

って赤いハッチで示されていますけど、これと同じ精度と同じレベルでいいので、改変

を予定されている範囲というのは描くべきだと思うのですね。そうすると、調査ポイン

トが妥当なのかということも判断できる。風力発電機の設置予定範囲だけ描いたのでは

片手落ちです。ただ、これでもまだ確定でないということは勿論こちらも承知なので、

それはこれから新設道路もできるわけだし、土捨て場もできるでしょう。その位置が大

体どこなのかということは、想定で結構なのです。それから、まだ方法書では切り盛り
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土量も概数でいいですよ。 

  でも、まだ設計していないので分かりませんという記載が多いのです。分かりません

では評価しようがない。だから、おおよそ何十万㎥になるとか、おおよそ伐採量は3,000

㎥であるとか、方法書の段階でもある配置を想定して、それをダミーと言ってもいいで

すけど、オーダーが分からない限りこっちも言いようがないのですよね。それで、今度

準備書の段階でその数字がある程度、確定までいかなくても明快になる。そうすると、

方法書の段階からどれだけ環境影響を減らす努力をしたかというのがこちらでも分かる。

それがないから、方法書の段階では物を言いようがない。最近それがずっと続いている

ので非常にいらいらしているのですけど、この事業者だけではない問題なので、経産省

にも一緒に考えていただきたいと思います。 

  あと、すごく細かいことで、330ページの集水域の範囲ですけど、こういうものもデザ

インなので、集水域の囲みの枠の色が水色というのはよくないですよね。川の水色と全

く区別がつかないので、やはり枠は黄色にすべきなのですよ。そういう意味で、いろい

ろ資料も見やすく作っていただきたい。 

  今日、苦言ばかりで済みません。 

〇顧問  では、参考にしてください。 

  では、鳥、動物関係お願いします。 

〇顧問  方法について２、３。県知事意見で、配慮書では意見は出なかったのだけど、

方法書でヤマネとモモンガが出てきていましたね。あれは巣箱の調査をプラスするので

すか。 

〇事業者  ここにつきましても、先ほどの大気系と同じように、この知事意見の確認の

場を設定していただけるので、そのあたりは具体的にお伺いしようとは思っているので

すが、このときに福井県の方で同時に２案件審査されておりまして、そのときの知事意

見が全て横並びの意見が出ておりますので、そういう意味合いでこのヤマネとモモンガ

も入ってきているのではないかというふうに推定はしているところでございます。 

〇顧問  分かりました。次に、314ページで、コウモリの調査で音声モニタリング調査が

１カ所ですね。その場所が、320ページにＥ１として風況観測塔に１カ所だけ置くという

ことで、１カ所でいいのかというのを質問しようと思ったら、先ほどほかの先生から、

風況観測塔はこれだけなのかという話があって、西側にもう一個造られるという話だっ

たのだけど、コウモリについても考慮されるのですか。 
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〇事業者  今のところ、その新しい方の風況鉄塔の方での観測というのは、まだ検討は

していなかったところです。 

〇顧問  植生の対応性がこれぐらいの範囲で、このＥ１の場所が全ての対象事業実施区

域、風車を設置する地域と言ってもいいでしょうけど、そこを代表しているということ

であれば１カ所で構わないと思うのだけど、何か１カ所では心もとないという気がしな

いでもない。 

  それと、考えるのですけど、音声モニタリング調査点、風況観測塔で10ｍ、50ｍとい

うことですね。それ以外にバットディテクターで踏査するという話なのだけど、いつも

思うのは、結果を準備書で全く別に取り扱っていますね。風況観測塔では50ｍ、10ｍな

どでやって、高所ではこうで、低所ではこうで、音声モニタリングではコウモリでこう

いう反応がありましたとかいう定性的な、要するに種類がどうのこうのという話に持っ

ていって全く別扱いしているのだけど、例えば、風況観測塔は連続してとっているので

すよね。あと、バットディテクターは移動しながらとっているのだけど、期間が短いで

すよね。 

  その２つをうまく合わせると、例えばモニタリングで踏査した距離とか回数とか、そ

この年月というか、そこの場所でとったデータというのが、風況観測塔で連続してとっ

たデータのどの部分に入るとかいうのを考えれば、ある程度音声モニタリングの結果自

体がどれぐらいの割合のものを、また、ひょっとしたらピークを外しているのか外して

いないのかとか、そういうのがある程度結果として推測できるのではないかと思うので

す。その辺のところで、合体したような考察のあり方がもう少し準備書でやれればとい

う気がします。 

  もう一つは、踏査のときに、丁度風況観測塔のところは通るのですか、通らないので

すか。通ったときに、地上でとったデータと、風況観測塔でずっと連続してとったその

時点でのデータと比較することによって、ある程度どこまでを把握できているのかとい

うことが分かるのではないか。いつも思うのは、風況観測塔は勝手にやってくれている

から、それはそれでここはやらなくていいのだみたいに思っているような感じがするの

だけど、そうではなくて、折角やっているのなら、それを一緒にしたものが何かできな

いかということです。ひょっとしたら、こちらでは結構聞こえている、地上からは聞こ

えているのだけど、10ｍのところでは全然捉えられていないとか、またその逆だとかい

うことがあるかもしれない。同じときにやっていながらそういう違いが出るのであれば、
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今後にすごく使えるのではないかという気がしますので、参考までに、結果をどう取り

扱うかということで検討してもらったらと思います。 

〇事業者  今、先生おっしゃられたように、そこの特に音声モニタリングのところのデ

ータの使い方というところは、我々の気象協会の中でも常に課題として検討していると

ころでございます。一つ、例えば20㎑とかの高いところを飛ぶコウモリなどにつきまし

ては、例えば50ｍで確認されていると同時に、全く同じ時間ということで、風況鉄塔で

例えば10ｍで観測されているとか、そうなってまいりますと、地上部でもそういった20

㎑帯のものがとれてくるということが分かってきましたので、例えば踏査のときにそう

いったものが入ってくると、20㎑の高いところを飛ぶと言われているコウモリがどうい

うふうな分布状況で観測されて、そういったものがいつの時期に多く出ているか、それ

がまたその分布の偏りによって、近くにねぐらがあるかないかとか、そういったところ

も推測ができるのではないかなというふうに考えながら、次の準備書の予測・評価に結

び付けられるようなことを今考えてはいますので、今の先生のご意見もさらにまた参考

にして、コウモリの方の評価というものをさらに進化させていきたいとは思っています。 

〇顧問  十分考えていただければと思います。 

  それと、324ページの一般鳥類のスポットセンサスの場所、調査地点ですけど、ぱっと

見た感じでは、風車の設置予定地の中に何カ所か、それ以外のところに何カ所かという

ふうにも見られるのですけど、設置のやり方で、環境によって植生によって違わせると

いうこともありますけど、風車の設置位置が決まれば、できれば風車の設置位置と設置

位置ではない、同じ環境でありながら設置位置のところと設置位置ではないところとい

うような選択の仕方もあるのではないかと思うので、その辺も念頭に置いていただけれ

ばと思います。 

〇事業者  いつもご指摘受けている部分で、恐らく午前中の案件も含めて、この方法書

を作成したときにラインにするかポイントにするかというところ、気象協会の中でも検

討していた部分ではあります。その中で、今、先生がおっしゃられたような観点で、風

車の建つ場所が決まれば、そこから距離的に近い場所、遠い場所、なおかつ環境も同様

な場所、そういった意味合いでとれるようなところを検討しつつ、本件の場合は主にユ

キグニミツバツツジ－コナラ群集の落葉広葉樹林、スギ・ヒノキ植林といった、この２

つの環境で概ね占められておりますので、そういう環境別、あるいは距離別というとこ

ろでスポットセンサスの地点を今選定しているところでございます。 
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〇顧問  346ページで生態系の「注目種選定マトリクス表」なのだけど、上位性はいわゆ

る上位性の種ということで、これは哺乳類か鳥類かというのは分かりますが、典型性種

の候補にタヌキ、アカネズミ、ノウサギ、ヤマアカガエルというのが出てきています。

タヌキ、アカネズミ、ノウサギは哺乳類で、ヤマアカガエルは両生類なのだけど、ヤマ

アカガエルはやたらと△なり×が多くなっています。では、これに匹敵するというか、

これ以上の鳥類はなかったのかなという感じがするのだけど、鳥は全く考えられないの

ですか。典型的な鳥というのは、全くここにはいないということですか。 

〇事業者  そう言われるとつらいところもございます。 

〇顧問  ひいき目で見るわけではないけど、なるべく分類群としては平等に出した方が

いいと思う。 

〇事業者  確かにここ数回の部会の中でも、典型性についてもできるだけ風車の稼働に

対する影響を含むものを主として選定した方がいいのではないかというようなご意見も

いただいておりますので、必ずしもタヌキに限定せずに、その辺は検討していきたいと

思います。 

〇顧問  先生のご指摘されたもので１カ所だけ。314ページのコウモリのところの音声モ

ニタリングですが、環境が「緑の多い住宅地（草地）」って、これはコウモリにとっての

住宅地という意味ですよね。 

〇事業者  申し訳ございません、これは環境省の植生図の凡例をそのまま使っておりま

すので、住宅地ではございません。 

〇顧問  ほかの先生、いかがですか。 

〇顧問  私も実は最初、先ほど先生の方から質問の出たヤマネとモモンガ、ちょっと気

になったのですけれども、66ページで「文献その他の資料による動物の重要な種」とい

うところには、ヤマネもモモンガも挙がっていません。知事意見に、福井県レッドリス

トに記載された種で、特にニホンヤマネ、ニホンモモンガと書いてあって、確かにこの2

種類は福井県レッドリストの記載種ではあるのですけれども、最新のレッドリストの情

報を見ますと、市町村別の分布状況というのが下に書いてありまして、その中には、こ

の風車が設置される福井市とその南側にある越前町に関しての分布情報はないのです。

全くないのですよ。周辺市町村もほとんどないのですよ。 

  大野とかちょっと離れたところで記録されているという情報のある中で、何でこの知

事意見が出てきたのかというのは非常に気になるところですので、本当にここにそうい
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う事前情報があって、やる必要があるのでしたら検討する必要があるかなとは思うので

すけれども、先ほどのお話のように、本当に間違いなのであれば、そこのところはきち

んと議論しておいていただいて、次回準備書のときはそういう意見を出さないようにし

ていただくようにお願いしてください。我々の方としても、こういう知事意見が出てく

ると何らかのコメントはしなければいけないと思いますので、そういう整合性のないよ

うな意見は公式では余り出してほしくないというのがあります。 

  76ページ、これは環境省の植生図で新しい方のものが出ていると思います。事業計画

の中で、先ほどのお話では、一番西側の赤いくくりの中の南にちょっと出たところ、先

ほど住居から500ｍ云々というところですね、そこは風車の設置の予定がないと。一応そ

こは外したということですので、近接はしていないかとは思うのですけれども、ここの

ところを見ていただくと、番号３のチャボガヤ－ケヤキ群集というのがあると思うので

す。一応これは自然植生で、92ページ、こっちの「重要な植物群落」の方は特定植物群

落しか挙げていただいていないのですけれども、これは一応重要な群落として少し認識

しておいていただきたいと思いますので、内容をきちんと調べていただきたいというの

が一つあります。 

  それから、このチャボガヤ－ケヤキ群集は、私の経験からすると、渓谷林とはされて

いるのですが、崖のようなところですね。崖錐とか、あるいは鉄道防雪林に当たるよう

な雪崩防止林のような急斜面とか、そういうところに成立していることが多い群落なの

です。環境省の植生図の凡例についても、渓谷とか崖錐のところに分布すると書いてあ

るので、少し土地の脆弱性とも関係してきますので、谷頭部に当たりますので、今回事

業、恐らく風車が建たないというところで工事計画から外れてくるのではないかと思う

のですけれども、そういう観点からも重要な群落として認識していただきたいというの

がありますので、ここは外れたとしても、一応調査の方はしっかりしていただきたいと

思います。 

  それから、先ほどの哺乳類のところとも関係するのですが、278ページに専門家の意見

がコウモリ類について出ておりまして、その一番下のところに「最近の研究において、

ヒナコウモリは最も個体数が多い種ではないかということが分かってきた」と。いろい

ろなところでコロニーが発見されているという意図は分かるのですが、福井県では１つ

ぐらいの市町村でしか確認がないのですよね。当然文献調査の方でも挙がっていなかっ

たと思うのですけど、ヒナコウモリ自体は、福井のレッドリストには掲載種として挙が
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っています。ただ、福井・越前には分布はないですよね。しかも地方の都道府県は、結

局分布情報がないということでレッドリストに残している都道府県が多いのです。国の

方では、ほとんどそういうデータを公表されていないにもかかわらず、情報が多く上が

ってきたので絶滅危惧Ⅱ類から外したということなのですけれども、そのデータはどこ

にも公表されていないですし、地方の方では分布データがないということで、依然とし

てレッドリストの掲載種に残っている状況なのです。しかも、ここの事業地点に関して

は全く分布情報がないので、余りそういう意味では関係がないという中で、この意見は

どういう意味があるのかなというのはちょっとお聞きしたかったのですけれども。 

〇事業者  このご意見でちょっと気になるところもありましたので、専門家の方にもう

一度掲載後確認したところ、特に今おっしゃるように、そういう根拠になるようなもの

はなかったということでした。 

〇顧問  一応福井県のレッドリスト掲載種ではあるので、個体数が多いからこの辺にも

いるよということを言われているのか、それとも、そういう意図はないのかということ

は確かめておいていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それと関連して、コウモリの調査は先ほどご指摘があったかと思うのですが、一応風

況ポールに設置するということで、今１地点になっているのですよね。もう１地点ぐら

いは置く予定はないのでしょうか。音声モニタリングの方は一応１地点でやられるとい

うことですか。 

〇事業者  現段階は１地点だけを考えているのですけれども、先ほどのご意見とかを含

めて、検討はしていきたいと思います。 

〇顧問  一般的に風況ポールにつける音声モニタリング調査という意味は、高さ方向の

情報をとるというニュアンスがあるのではないかと思うのですが、バットディテクター

を持って歩き回るということなので、これを例えばほかの生き物に置きかえていただい

ても、録音機を持って歩き回るというのと同じですよね。歩き回っていると、こちらも

動くし生き物の方も動くので、たまたまそこに引っかかって、そこで記録されたのか、

ずっとそこにい続けるのかというのは、定点でとどまっているわけではないので、なか

なか分からないのです。 

  一方で、いわゆる据付型のバットディテクターを使っていただくと、しばらく長い期

間で、例えば何時間とか、あるいは場合によっては何日間という中で、そこを利用して

いたかどうかという情報もとれるので、特に高さにこだわらなければ、場合によっては
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少しマイクを木の高いところに上げて、必ずしも風車の高さということでなくても、長

時間でとったデータと歩き回ってとったデータというのがクロスチェックできるという

意味もあると思うので、そういう意味では、据置型のバットディテクターを１台ではな

くて何台か置いていただくということを検討していただいた方が、最終的な分布状況を

把握するという意味では有効なのではないかと私は思います。 

〇事業者  風況鉄塔につけているのは、高さも勿論主たる目的なのですけれども、風況

の風向とか風速とかそういったものもデータとしてとられているので、それとの比較で

解析をしていくというのが、風況鉄塔につけているところの一番のねらいではございま

す。ただ、今、先生がおっしゃられるように、ほかの先生もおっしゃられるように、そ

こ１地点だけで代表するかというと、そこはまだ検討の余地があるかと思いますので、

据付型のバットディテクターを例えば捕獲調査をする地点とか、そういったところで影

響のないような形である一定の期間だけ据え付けるということはできるのではないかと

思いますし、そのあたりは工夫していきたいと思います。 

〇顧問  ご検討いただければと思います。 

  あと、ついでなのですが、バットディテクターの今回ルートは全て踏査ルートが出て

いないのですが、大体夜中に歩き回るので、道のあるところではないと歩けないと思い

ますけれども、今回は風車の位置を網羅できていますでしょうか。 

〇事業者  そこはそのつもりでおります。 

〇顧問  了解しました。哺乳類の調査でシカが挙がっていると思うのですが、これは何

か事前のどなたかからのご意見で入れたということですか。 

〇事業者  シカについては、配慮書のときから福井県の意見として、シカの食害との関

連もあるので調査の方を行ってほしいというような意見がございましたので、それを踏

まえて、方法書の中で調査は行うような形で記載をさせていただいています。 

〇顧問  ただ、シカがいるかいなかったかという動物相的な情報でしたら、自動撮影カ

メラで映ると思いますし、一般のフィールドサイン調査でも分かりますよ。今回、それ

とは別にシカをやるわけで、シカはレッドリスト掲載種でもないです。となってくると、

今回の意図というのが、知事意見の方から出ているところは植生の調査についてという

ことで出ていると思うのですよ。そうすると、私の意見としては、これは動物の調査で

はないのではないか。植物に負のインパクトを与える要素としてシカを調べてくれとい

うことですと、本当にこの位置でいいのかというのが気になりました。 
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  もう一点は、本当のねらいがシカの密度を把握することが目的ではなくて、結局植物

に対するインパクトが知りたいということなので、合わせて食害状況の調査をやってい

ただいた方がより効果的なのではないかと思います。ご検討ください。 

  それから植物の調査で、私は毎回言おうと思っていてここ何件か忘れてしまったので

すけど、たまたま、また知事意見で出していただいているので、早春又は春の現地調査

を追加してくださいということが出ていますので、ここはやっていただいた方がいいと

思いますので、植生の方でも夏、秋２季だけではなくて、春の調査を加えていただきた

いと思います。 

  なぜかというと、道路が通ってくるルートに改変はないかもしれないですけれども、

水田とか湿地の群落があって、植物のリストだけで見ると、重要な種でカワヂシャなど

も挙がってきます。これが単個体として生育しているのか、群落として成立しているの

かというのは非常に重要なところだと思いますので、春にしか確認できない湿地性のも

のの調査というのも入れていただきたいと思います。恐らくここで言っている意図は、

春植物の林床のものも植生として把握してくださいという意図だと思いますので、その

辺も含めて春の植生調査の方は追加していただきたいと思います。 

〇事業者  早春の春につきましては、植物相で元々調査計画をしていますので、その中

でしっかりと、そういうものがあれば植生群落の方の調査も行っていこうと思います。 

〇顧問  ただし早春につきましては、恐らく知事意見の意図としてはカタクリを想定さ

れているのではないかと思うのですが、カタクリの時期というのはカタクリしかありま

せんので植生調査にはならないので、カタクリを早春の時期に押さえておいて、まだ少

し残骸みたいなのが残っていると思いますので、それを考慮して春の時期に植生調査を

していただいた方がいいと思います。 

  それから、生態系の注目種の選定のマトリクスが346ページにありますけれども、これ

は午前中の案件で、この書き方はいいですねと言ったのですが、こちらには入っていな

かったので、上位性の方での風力発電施設の稼働による影響が懸念される、典型性の方

での事業実施に伴い生息環境が改変されるというような項目は、是非この評価基準の方

に入れておいてください。そこは共有していただきたいので、同じコンサルタント会社

なので中で共有していただいて、今後の事業もそれで統一していただければと思います。 

  今回の上位性、典型性ともに、餌量の調査はやらずに餌種の調査をやるということに

なっているのですが、餌種を把握した後、餌種への影響予測というのはどのように行う
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予定なのでしょうか。フローの方では、350、351ページに「餌種への影響予測」となっ

ているのですけれども。 

〇事業者  餌種については、いつも改変で予測・評価をしているのですけれども、結局

改変の割合が小さいので、量についてはそれほど問題にはならなくて、餌種の方が問題

になって、この地域でどのようなものを餌としているのかというところを把握して、事

業に対する影響については、その餌種への影響予測というところで考えています。 

〇顧問  量は出さないということで、それは分かるのですけれども、事業の影響という

ことになるとオーバーレイはしなくてはいけないと思うので、分布は分からないといけ

ないですよね。そうすると、例えば重要種でしたら、個体数が少ないものを全て対象事

業実施区域の範囲は歩き回って位置を落としてあるわけです。それとオーバーレイをし

て、分布で影響予測を見ていくと思うのです。ここで餌種を把握した段階で、これが餌

種だったと分かった段階で、それらの全ての種の、こういった重要種でやっているよう

な分布の状況が把握できているのかどうかというところが非常に気になるのですが。そ

うでないと影響予測にならないです。その辺は問題ないですか。大丈夫ですか。 

〇事業者  例えば上位性のクマタカの場合ですと、既に今、先行の調査に入っておりま

して、営巣地も突きとめつつございますので、その中でペリットとかそういったものを

回収しながら、餌種の方を動物の調査に入る前に特定をある程度して、それで現地調査

の方に反映していきたいとは考えているところです。 

〇顧問  クマタカは、多分ある程度餌の内容が絞られてきますし、分類群もそれほど多

くにはわたっていないので、ある程度は絞られてくると思うのですよね。タヌキはそう

ではないです。相当様々な餌を食べています。場合によっては、いわゆる動物の調査の

中で行う哺乳類、鳥類、爬虫類・両生類、昆虫類の中に入ってこないようなミミズのよ

うなものも入ってきたりすることがあります、軟体動物とか。そうすると、どうするの

かという話になります。 

〇事業者  済みません、今後検討します。 

〇顧問  そういうところが気になっているので、もう一度考え方も含めて、主要なもの

に絞るのかどうするのかとか、餌種を調査されるのはいいのですけれども、それを最終

的にどう影響予測に持っていくのかについては、もう一度準備書までによく整理してご

検討いただきたいと思います。 

〇顧問  今のところの350、351ページというところを見ているのですけど、改変面積が
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小さいから変化量は小さいということしか答えとしては出てこないと思うのですね。そ

れで果たして適切かという議論になると思うのです。特にクマタカの場合は、先ほどの

午前中のところでもちょっと申し上げましたけど、このエリアをどの程度の対象事業実

施区域と重なって飛んでいるのかよく分かりませんけど、営巣環境への予測・評価って

営巣の適地があるかないかだけの話なのですけど、仮に風車ができることによって、そ

もそも飛ばなくなる可能性があるというのは予測されますので、そのときに保全措置は

どうするのですかということも考えておかなければいけないわけです。餌量の変化量、

改変量の大小だけで答えが出る問題ではないですよね。その辺、よくよく考えて調査計

画を考えていただきたいということです。 

  また、タヌキがいいかどうかというのは、麓はタヌキが多いだろうし、尾根筋だと今

度は逆に餌量が少ないという結果が出てくる可能性、ほかの案件などではそういう傾向

になっているので。そうすると、余り影響ないではないのと初めから答えが分かるよう

なフローになっていますので、果たしてタヌキが適当かという議論にもなるのです。里

山のエリアで何か改変をするのでタヌキを選びましたなら、これはよく分かるのだけど、

風車に伴う話でその辺をどう考えるかということです。 

  雑食性なので、仮に風車ができて何らかの形で、見えない範囲なのだけど衝突個体な

どがあって、それをスカベンジャーとして出現頻度が高くなるというようなことも考え

られるかもしれないですが。あとは、クマタカの方もそうなのですけど、餌種の話もあ

りますけど、クマタカが飛ばなくなると、餌のダイナミクスの関係からいくとウサギな

どの個体群が増える可能性は当然あるので、それをどう見るかということです。そこら

辺までも考えておかないと、調査をやりました、結果はこうでした、最終的には改変面

積率が小さいから餌量の変化は小さい、好適生息環境域というようなものは結果的に該

当するところは少ない、全体的には影響は小さいという答えに帰結するのは見え見えの

ような気がしますので、しっかりロジックを考えて、解析して考察を加えていただきた

いということです。 

  もう一点はシカ。今ご指摘ありましたけど、シカの個体群、生息密度調査をやってほ

しいということなのだろうけれども、事業者として現状のシカの個体密度が把握できた

として、開発に伴って逆にシカの密度が多くなった、出現頻度が高くなったというふう

なことが事後調査で表れたときには、保全措置はどう考えるのですかということも考え

る必要があるのではないか。ほかの事業などでは、風車ができてアクセスができるよう
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になったので、シカも出現しやすくなって植生が食われているというような話がありま

すので、そのときに開発に伴ってシカが誘導されて植生破壊が起こる、保全措置はどう

するのですかということに対しての考えや方針が当然必要になってきます。この調査で

現況が分かった上で、稼働後はどうするのですかということも考える必要がある、準備

書の段階では。その辺は手抜かりのないようにお願いします。 

  それから、先ほどの案件でも言いましたけど、ポイントセンサスとかいろいろなセン

サス、調査をしますね。結果をただ、こうでした、ああでしたと言うだけではだめです。

だめというか、もったいない。要は風車を設置したことによって動物相がどういうふう

に変化するか、それに対して現況では影響は小さいと考えるというふうに言うのであれ

ば、事後で、影響は本当にそうだったのかということを見る必要があると思うのです。

新規の事業ですから。予測・評価したことはどうやって検証するのですかということに

なります。 

  どういうデータで比較評価するか。比較できるデータのもとを作るわけですね。先ほ

どほかの先生が言われたように、風車との距離とか環境類型別に、あるいは風車からの

距離とか改変区域からの距離とか、その辺のデータの整理の仕方を今のうちから考えて

調査点を配置していく必要があります。後で使えるようなデータにして、事後で確認調

査が求められるようなことがあったときにも、ベースのデータとして生きるように準備

書は作り上げていただきたい。よろしいでしょうか。 

  ヤマネとかモモンガの話もありますけど、ほかの南の地域のところの計画地点ではこ

れが議論になっていますので、多分ここも出てくるのではないかという期待があるので

はないかというのがありますので、しっかり調査をしていただいて、出てきたときはど

う対応するのか。根拠のある予測・評価になるように、必要に応じて補足の調査を実施

することが必要かもしれないということを念頭に置いていただきたいと思います。 

  そのほか。先生、お願いします。 

〇顧問  ちょっと聞きそびれたのだけど、この地域特性の一つとして、夜間に渡る小鳥

類の渡りがメインのルートになっているのではないかということが指摘されて、専門家

のヒアリングでも県知事意見でも出ているのだけど、レーダー調査をやってはどうかと

書いてあったのですが、それについてはどう対処されますか。 

〇事業者  夜間につきましては、専門家のヒアリングのときに、レーダー以外について

も、方法書に記載しているようなＩＣレコーダーを様々な地点に設置して行うようなご
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意見をいただいていますので、まずはその調査手法で行う旨を方法書には記載しました

が、今、先生おっしゃられたように、福井県の方からもレーダーの方を使ってはどうか

ということがございましたので、うまくレーダーが置ける地点があるかないかというと

ころも含めて、むしろ対象事業実施区域よりも海側の方が段丘状になっていて、こうい

うのにふさわしい場所もありそうですので、その辺も含めて、しっかりしたデータがと

れるのかとれないかというところも考えて、レーダーの調査の方の実施化については今

検討しているところでございます。 

〇顧問  そのほか、よろしいでしょうか。 

  では、一通り意見が出たと思いますので、必要な手続を進めていただければと思いま

す。 

〇経済産業省  ご審査いただきまして、ありがとうございました。 

  私どもの方では、福井県知事意見と本日のコメントを踏まえまして勧告の方を検討し

てまいります。 

  事業者の方におかれては、私どもからの勧告並びに本日の顧問の先生方のコメントを

踏まえて、適切に調査、予測・評価を行っていただきまして、準備書の方に反映いただ

ければと思います。また、準備書のまとめ方につきましても、いろいろご指示、ご示唆

あったと思いますので、ご検討いただければと思います。 

  以上をもちまして、２件目のアカシア・リニューアブルズ株式会社の（仮称）福井金

毘羅風力発電事業環境影響評価方法書の審査を終了いたします。どうもありがとうござ

いました。 

 

＜お問合せ先＞ 

      商務情報政策局 産業保安グループ 電力安全課 

      電話：03-3501-1742（直通） 

      FAX：03-3580-8486 


